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行政常任委員会 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ９ 日 （ 金 ）

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会

○南委員長  おはようございます。 

 ただいまより行政常任委員会を開催いたします。 

 ３月１１日から始まった常任委員会も、いよいよ今日で最後となります。できる

限りスムーズにいきたいと思います。 

 また、なお報告事項のほうが、この議案審査が終わってから、市民サービス課、

安積幼稚園のこと、それから防災危機管理課についてはこの前、三鬼孝之委員さん

から御指摘のあった各消防団の報告と、それと政策調整課からは、野球場の代替地

について、それと教育総務課、幼児教育の在り方についての４件のその他事項が残

っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、早速ですが、水道部所管の議案第２０号、令和２年度尾鷲市水道事業

会計補正予算（第２号）の議決についての説明をお願いいたします。 

○佐野水道部長  おはようございます。水道部です。 

 それでは議案第２０号、令和２年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて説明をさせていただきます。 

 それでは、よろしいですか、通知をお願いいたします。いいですか。 

 まず１ページのほうを御覧ください。 

 まず、１ページの第１条、令和２年度尾鷲市水道事業会計の補正予算（第２号）

は、次に定めるところによります。 

 その下の第２条、予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正いたします。 

 （２）で、年間総給水量、既決予定量が３４８万９,５５８立方メートルに対し、

補正予定量は６万８,７４０立方メートルの増量で、予定量３５５万８,２９８立方

メートルとし、（３）１日平均給水量、既決予定量９,５６０立方メートルに対し、

補正予定量は１８９立方メートルの増量で、予定量９,７４９立方メートルとする

ものでございます。 

 次に、第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正いたします。 

 収入の第１款水道事業収益既決予定額５億１,３０９万７,０００円に対しまして、
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補正予定額は３２２万５,０００円の増額で予定額を５億１,６３２万２,０００円

とするものでございます。内訳といたしましては、第１項営業収益を３,３５６万

５,０００円減額補正し、予定額を４億４,６３９万３,０００円に、第２項営業外

収益を３,６７９万円増額補正し、予定額を６,９９２万５,０００円とするもので

ございます。 

 次に、支出の第１款水道事業費用既決予定額５億１,３０４万８,０００円に対し、

補正予定額は９９５万８,０００円の減額で、予定額を５億３０９万円とするもの

でございます。内訳は第１項営業費用８１２万９,０００円減額補正し、予定額を

４億３,７５７万１,０００円に、第２項営業外費用を１８２万９,０００円減額補

正し、予定額を６,５０１万６,０００円とするものでございます。 

 続きまして、第４条、予算第４条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

します。 

 収入の第１款資本的収入、既決予定額７,２９５万９,０００円に対しまして、補

正予定額は９７１万２,０００円減額で、予定額を６,３２４万７,０００円とする

ものでございます。内訳としましては、第１項給水加入金を２３万１,０００円増

額補正し、予定額を１５４万円に、第２項負担金を４万３,０００円減額補正し、

予定額を３４０万７,０００円に、第３項企業債を９９０万円減額補正し、予定額

を５,８３０万円とするものでございます。 

 次に、支出の第１款資本的支出既決予定額３億２,０８７万円に対しまして、補

正予定額を６９０万４,０００円減額で、予定額が３億１,３９６万６,０００円と

いたします。内訳は、第１項建設改良費、これを６９０万４,０００円減額補正し、

予定額を７,９４６万円とするものでございます。 

 補 内容の変更につきましては、資本的収入額、資本的支出額に対し不足する額

２億５,０７１万９,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

７０８万３,０００円、当年度分損益勘定留保金１億９,６９８万円、減債積立金４,

６６５万６,０００円を補 するものとするということに改めるものでございます。 

 続きまして、２ページのほうを御覧ください。企業債の部分です。 

 第５条、予算第５条、企業債を次のとおり補正いたします。 

 上水道配水管布設替事業の限度額１,５３０万円を３１０万円減額し、１,２２０

万円とします。それと簡易水道配水管布設替事業の限度額３,４８０万円を６８０

万円減額し、２,８００万円とするもので、起債の目的方法、利率及び償還の方法

については、変更はございません。 
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 次に、第６条、予算第９条簡易水道事業に係る企業債償還金のため、一般会計か

らこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正いたします。 

 既決予定額が１,３１７万７,０００円、これを７万１,０００円減額補正し、予

定額を１,３１０万６,０００円といたします。 

 続きまして３ページの補正予算説明書のほうを御覧ください。 

 収益的収入及び支出の、まず、収入の部分ですが、第１項営業収益において、３,

３５６万５,０００円減額補正するものでございますが、これは第１目の給水収益

を基本料の料金の減免による４,００２万３,０００円の減額と、使用量増加による

増額の相殺によりまして、３,３５１万７,０００円減額補正するもの、これと、第

３目他会計負担金を、墓地等の無収給水に対する一般会計負担金の減額によりまし

て、４万８,０００円減額補正するものでございます。 

 第２項の営業外収益は３,６７９万円の増額するものでございますが、これは、

第１目受取利息及び配当金で預金利息８万８,０００円の増額と、第２目他会計補

助金３,６３１万３,０００円の増額は、基本料金減免による税抜き分の３,６３８

万４,０００円、これを一般会計補助金が主なものでございます。第５目雑収益の

増額は、保険金収入でございます。 

 次に、支出でございますが、第１項営業費用において８１２万９,０００円を減

額補正するものですが、これは、第１目原水及び浄水費と第２目配水及び給水費に

おいては、委託料の減は入札差金、動力費のほうは実績により減額補正するもので

ございます。第４目の業務費と第５目総係費においては、それぞれの実績に応じて、

減額補正するものです。 

 次に、第２項営業外費用では、１８２万９,０００円の減額補正となるものです

が、これは第１目支払い利息及び企業債取扱諸費において、企業債利息１７万１,

０００円を減額補正、第３目消費税及び地方消費税を１６５万８,０００円減額補

正するものでございます。 

 続きまして、４ページのほうを御覧ください。 

 資本的収入及び支出について御説明します。 

 まず収入でありますが、第１項給水加入金を２３万１,０００円増額するもので

ございます。第２項第１目他会計負担金においては、一般会計負担金４万３,００

０円の減額ですが、これは配水管布設替えに伴う消火栓設置費用の減額によるもの

でございます。第３項企業債９９０万円の減額につきましては、上水道企業債及び

簡易水道企業債の減額によるものです。 
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 続いて、その下の支出でございます。 

 第１項建設改良費においては、６９０万４,０００円を減額するものであります。

第１目固定資産購入費、第２目上水道施設整備費及び第３目簡易水道施設整備費を

それぞれ実績によりまして減額するものでございます。 

 次に、５ページの予定キャッシュ・フロー計算書、こちらを御覧ください。 

 今回の補正により、１、業務活動によるキャッシュ・フローの一番上、当年度純

利益が５６９万５,０００円となり、補正額が各項目に反映され、１から３までの

合計となる４、資金減少額は４,２８５万２,０００円となり、５、資金期首残高７

億４,４３３万円から差し引いた６、資金期末残高は７億１４７万８,０００円とな

ります。 

 次に、６ページの予定損益計算書をお願いいたします。 

 １の営業収益以下各項目には補正額が反映されまして、当年度純利益は補正前と

比べ、１,３８３万円増額の５６９万５,０００円となりました。 

 次に、７ページから予定貸借対照表でございます。この補正予算におきまして資

産の部では、資産合計は５６億７,５４２万円となります。 

 次、８ページの負債の部でございますけれども、こちらの負債合計は３０億４,

１９７万５,０００円となります。 

 そして９ページの資本の部では、上の資本金といたしまして、１９億８,９０５

万５,０００円。これに剰余金として、（１）資本剰余金と（２）利益剰余金を合

わせた剰余金合計が６億４,４３９万円。これを加えた、資本合計は２６億３,３４

４万５,０００円となります。 

 この資本合計と負債合計を合算した負債資本合計は、５６億７,５４２万円とな

り、７ページの資産合計と同額となっております。 

 最後に、１０ページと１１ページには、会計処理の基準及び手続を注記として明

示をさせていただいております。 

 以上で、令和２年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終わらせて

いただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 令和２年度の最終補正予算なんですけれども、当初、１,０２４万余りの赤字予

定が、基本料金の減免のある中で５６９万５,０００円と黒字に転じたということ

は、思ったより経営が好転したなと思うんですけれども。 

 何か、補正予算について、御意見のある方。 
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 部長、あれですか。思ったより減免の措置がある中で、５６９万５,０００円の

黒字になったという大きな要因というのは、特にありますか。 

○佐野水道部長  減免はさせていただいたんですが、一般会計のほうから、今回

の補正予算にも上がっていますけれども、税抜の、その部分の補 のほうをしてい

ただいたことと、それと工事等々の効率化と、あと、見直し含めて費用をある程度

絞れたことと、それと収益のほうも、先ほどおっしゃられたように、大口の工事、

今やっておりますけれども、そこの部分での使用も、使用料の読み込みもできたと

いうことで、そちら辺が大きな要因にはなるのかなとは思いますけど。 

○南委員長  分かりました。 

 補正予算、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、令和２年度の水道補正予算（第２号）の審査は

終了いたします。 

 引き続きまして、議案第１５号、令和３年度尾鷲市水道事業会計予算の議決につ

いての説明を求めます。 

○佐野水道部長  それでは、議案第１５号、令和３年度尾鷲市水道事業会計予算

について御説明をさせていただきます。 

 それでは、予算書の１ページのほう御覧ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、まず、第１条、令和３年度尾鷲市水道事業会計の予算は、次に定める

ところによります。 

 第２条で、業務の予定量は、次のとおりといたします。 

 （１）給水戸数は９,１５４戸。 

 （２）年間総給水量は３４８万９,３６９立方メートル。 

 （３）１日平均給水量は９,５６０立方メートルでございます。 

 続いて、第３条、収益収入及び支出の予算額は、次のとおりと定めております。 

 収入の部でありますが、第１款水道事業収益を５億１２３万８,０００円と定め、

第１項営業収益４億６,８４３万４,０００円、第２項営業外収益３,２８０万円、

第３項特別利益４,０００円と定めるものでございます。 

 次に、支出の部ですが、第１款水道事業費用を５億５３３万９,０００円と定め、

第１項営業費用４億４,３２９万４,０００円、第２項営業外費用６,１５４万２,０

００円、第３項特別損失５０万３,０００円と定めるものでございます。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 
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 まず、収入の部でありますが、第１款資本的収入を７,７９７万６,０００円と定

め、第１項給水加入金１３０万９,０００円、第２項負担金７６６万７,０００円、

第３項企業債６,９００万円と定めるものでございます。 

 次に、支出の部ですが、第１款資本的支出を３億２,８３１万６,０００円と定め、

第１項建設改良費８,８１２万１,０００円、第２項企業債償還金２億４,０１９万

５,０００円と定めるものであります。 

 第４条の括弧書きにありますが、この資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額２億５,０３４万円は、当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７８９

万円、それと当年度分損益勘定留保金１億８,１３０万５,０００円、減債積立金６,

１１４万５,０００円を補 するものでございます。 

 続きまして、２ページのほうを御覧ください。 

 企業債でございます。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと

定めます。 

 上水道配水管布設替事業につきましては、限度額を１,６２０万円とし、簡易水

道配水管布設替事業につきましては、限度額を３,４８０万円、簡易水道施設設備

取替事業につきましては、限度額１,８００万円。それぞれ起債の方法は、証書借

入れで利率は３％以内とし、償還の方法は据置期間を含め、半年賦元利均等償還と

いたします。 

 ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還

または一部を翌年度へ繰り越して借り入れることができるものといたします。 

 次に、第６条、一時借入金の限度額は、５,０００万円と定めます。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定めます。令和３年度尾鷲市水道事業会計予算中不足を生じる場合は、款内各

項の全額を流用できるものとします。 

 次に、第８条、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしま

しては、（１）職員給与費７,６４２万９,０００円、（２）交際費１万円と定め、

これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、もしくはこれら以

外の経費の金額に流用し、またはこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用す

る場合は、議会の議決を経なければならないというものとしております。 

 続いて第９条、簡易水道事業に係る企業債償還金のため一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額、これが１,３８３万５,０００円であります。 
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 第１０条、たな卸資産の購入限度額は、５００万円と定めます。 

 続きまして、３ページのほうを御覧ください。 

 尾鷲市水道事業会計予算実施計画書により、予算の明細について説明をさせてい

ただきます。 

 まず、収入の部でございますが、第１款水道事業収益は５億１２３万８,０００

円で、前年度当初予算と比較しまして、１,１６８万８,０００円の減額であります。 

 第１項営業収益は４億６,８４３万４,０００円ですが、内訳といたしましては、

第１目給水収益が４億６,５０６万４,０００円で、１,１２２万８,０００円減額と

なっております。これは令和２年度収益見込から、上水の部分で２％、簡易水道、

簡水のほうで３％の減で、約５００万円。それと、大口分で約６００万円の減額を

見込んでおります。 

 次に、第２目受託工事収益は２,０００円で、これは消火栓受託工事収益１,００

０円と、その他受託工事収益１,０００円、これを計上したものでございます。 

 第３目他会計負担金２７３万８,０００円は、公園、墓地、消火栓用水等に係る

無収有効水量及び児童手当に要する経費の一般会計からの負担金収入でございます。 

 第４目その他営業収益６３万円。これは手数料９万６,０００円、材料売却収益

５３万１,０００円、雑収益３,０００円でございます。 

 続きまして、第２項営業外収益３,２８０万円ですが、内訳としましては、第１

目受取利息及び配当金は５万円を計上しております。 

 第２目他会計補助金として２３６万９,０００円。これは総務省の繰り出し基準

による簡易水道企業債償還利息分の補助金で、一般会計からの補助金でございます。 

 次に、第３目長期前受金戻入１,７０２万９,０００円は、補助金等財源に取得し

た固定資産の減価償却見合分、これの収益価格等でございます。 

 第４目の資本費繰入収益１,１４６万６,０００円は、先ほどと同様に総務省の繰

り出し基準による簡易水道に係る企業債償還元金に対する一般会計の補助金でござ

います。 

 第５目雑収益１８８万６,０００円のうち、主なものは国交省に貸与しておりま

す樋ノ口用地、それと、矢浜保育園職員駐車場として保育園に隣接する用地、こち

らの貸付料でございます。 

 次に、４ページのほうを御覧ください。 

 第３項の特別利益につきましては、第１目過年度損益修正益として４,０００円

を計上しております。 
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 続きまして５ページのほうを御覧ください。 

 支出の部でありますが、第１款水道事業費用は５億５３３万９,０００円で、前

年度と比較しまして９６４万８,０００円の減額であります。 

 内訳といたしましては、第１項営業費用４億４,３２９万４,０００円のうち、第

１目原水及び浄水費は８,１８７万７,０００円、前年度と比較しまして６１万２,

０００円の増額であります。 

 次に、第２目配水及び給水費は５,８２５万６,０００円で、前年度予算と比較し

まして２４５万８,０００円の減額で、主なものとしましては、実績による修繕費

及び動力費の減でございます。 

 第３目受託工事費、これは２,０００円で消火栓受託工事費１,０００円と、その

他受託工事費１,０００円、こちらを計上したものでございます。 

 続いて第４目業務費は４,７３１万４,０００円で、前年度と比較して１６９万２,

０００円の減額であり、主なものといたしましては、今年度は量水器の取替え件数

が少ないことによりまして、修繕費が減じております。 

 第５目総係費は４,４５５万１,０００円、前年度と比較しまして３４１万３,０

００円の増額となっております。主なものとしましては、退職給付費の増額であり

ます。 

 第６目減価償却費は２億８２１万円で、前年度当初予算と比較して４００万２,

０００円の減額であります。 

 第７目資産減耗費は２５６万９,０００円で、前年度当初予算と比較して２１万

８,０００円の減額であります。 

 第８目その他営業費用は５１万５,０００円で材料売却原価５１万２,０００円、

雑支出が３,０００円、こちらを計上しております。 

 続きまして、８ページのほうを御覧ください。 

 第２項営業外費用が６,１５４万２,０００円であります。これは第１目支払い利

息及び企業債取扱諸費は企業債利息、一時借入金利息、これを合わせて４,１２５

万４,０００円で、前年度と比較しまして、４４５万８,０００円の減額となってお

ります。 

 第２目雑支出は３,０００円、第３目消費税及び地方消費税は、消費税納付額２,

０２８万５,０００円を計上しております。 

 次に、第３項特別損失は、第１目過年度損益修正損として５０万３,０００円を

計上しております。 
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 続きまして９ページを御覧ください。 

 資本的収入及び支出について説明いたします。 

 収入の部でありますが、第１款資本的収入の予定額は７,７９７万６,０００円で

ありますが、前年度当初予算額より５０１万７,０００円の増額でございます。 

 内訳としましては、第１項給水加入金、第１目上水道給水加入金は、１３ミリ径

のものを２０件、２０ミリ径が１件分ということで１１９万９,０００円を、第２

目簡易水道給水加入金として１３ミリ計を２件分、１１万円を計上いたしました。 

 次に、第２項負担金７６６万７,０００円は、前年度比４２１万７,０００円の増

額でありますが、これは三重県が施工する、須賀利地内橋梁工事に伴う県からの配

水管仮設工事負担金によるものでございます。 

 第３項企業債６,９００万は、前年比８０万円の増額でございます。 

 次に、１０ページのほう、お願いします。 

 第１款資本的支出は３億２,８３１万６,０００円で、前年度より７４４万６,０

００円の増額であります。 

 第１項建設改良費は８,８１２万１,０００円で、内訳といたしましては、第１目

固定資産購入費は、機械装置費として量水器購入分３９２万１,０００円でござい

ます。 

 第２目上水道施設整備費には、工事請負費で、配水管布設替工事など２,０００

万円を計上しております。 

 第３目簡易水道施設整備費には、工事請負費において、配水管布設替工事など６,

１２０万円。これと、委託料において設計業務委託として、令和３年度から２か年

事業の賀田第１（南）浄水場設備取替工事に係る設計業務委託料３００万円を計上

しております。 

 次に、第２項企業債償還金、第１目建設改良企業債償還金は２億４,０１９万５,

０００円で、上水道企業債償還元金は２億１,８９４万１,０００円ですが、償還元

金として、財務省財政融資資金が１６件、地方公共団体金融機構が２４件の内訳と

なっております。簡易水道企業債償還元金２,１２５万４,０００円ですが、こちら

は償還元金として、財務省財政融資資金が１４件、地方公共団体基準機構１３件の

内訳となっております。 

 続きまして、１１ページのほうを御覧ください。 

 予定キャッシュ・フロー計算書について説明をさせていただきます。 

 まず一番上の当年度純利益はマイナス１,２４４万５,０００円になり、１年間で
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の現金の増減は下から３行目にありますが、マイナス６,５３０万円となり、一番

下の期末残高は６億３,６１７万８,０００円ということとなります。 

 続きまして１２ページのほう、御覧いただきたいと思います。 

 こちらは給与費明細書についてでございます。まず（１）総括でありますが、職

員数については、前年度と変更はなく９名でありますが、人事異動等と昇給、これ

らに伴いまして、増加などにより、合計で３７４万６,０００円の増額となってお

ります。 

 （２）は、給料及び職員手当等の増減額の明細について表したものでありまして、

詳細は御覧のとおりでございます。 

 １３ページの（３）給料及び職員手当等の状況について表したこちらの表ですが、

詳細は御覧のとおりでございます。 

 その下の１３ページの（３）それで職員の給与体系は６級が１名、５級が１名、

４級が５名、３級が２名ということでありまして、詳細は１３ページから１５ペー

ジにかけて記載をしておりますので、御参照をいただけたらと思います。 

 続いて、１６ページのほうを見ていただけますでしょうか。 

 債務負担行為に関する調書を添付しております。こちらのほうも、後ほど御参照

いただけたらと思います。 

 次に、１７ページのほうを御覧いただきたいと思います。 

 こちらが予定損益計算書についての説明となります。先ほど説明をさせていただ

きましたが、予算実施計画、こちらのほうを税抜経理した結果、それぞれ御覧の金

額という形になりまして、最終的には下から４行目にございます当年度純損失、こ

ちらのほうが１,２４４万５,０００円ということになります。さらに、これに前年

度繰越利益剰余金３億９,７２３万円と、減債積立金の取崩し相当額でございます

その他未処分利益剰余金変動額６,１１４万５,０００円、これを加えますと、当年

度の未処分利益剰余金、こちらが４億４,５９３万円ということでございます。 

 次に、１８ページのほうを御覧ください。 

 予定貸借対照表について御説明させていただきます。 

 まず、資産の部ですが、資産合計は５４億８,１９９万２,０００円となります。

また、１、固定資産、（１）有形固定資産の一番下にございます（ト）建設仮勘定

１３６万４,０００円を計上させていただきました。これは令和３年度から２か年

事業の賀田第１（南浄水場設備取替工事）、これにかかります設計業務委託料のう

ち、令和４年度工事に関する費用分でございます。 
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 １９ページの負債の部でございますが、負債合計は、一番下ですが、２８億６,

０９９万２,０００円となります。 

 続いて２０ページのほうを御覧ください。 

 こちらが、資本の部でございます。６、資本金といたしまして１９億８,９０５

万５,０００円。７の剰余金として、（１）資本剰余金と（２）利益剰余金、これ

を合わせた剰余金合計が６億３,１９４万５,０００円。これを加えた資本の合計、

これが２６億２,１００万円となります。この資本合計と負債合計を合算した負債

資本合計は５４億８,１９９万２,０００円となり、資産合計のほうと同額となって

おります。 

 次に、２１ページ、２２ページ、こちらのほうでは、重要な会計方針に係る事項

に関する注記、予定貸借対照表等に関する注記など、会計処理の基準及び手続を注

記として明示をさせていただいております。 

 続いて２３ページから２８ページには、決算の見込みとして、令和２年度の予定

損益計算書と予定貸借対照表及び注記のほうを記載しております。 

 予算書については以上でございますが、続けて、委員長、よろしいですか。 

○南委員長  資料のほうの説明お願いします。 

○佐野水道部長  よろしいでしょうか。すみません。 

 それでは、続きまして資料についての説明をさせていただきたいと思います。 

 では、通知いたします。よろしいでしょうか。 

 まず、資料の１ページのほうを御覧いただきたいと思います。 

 経営戦略で示させていただきます投資・財政計画、これの収益的収支について、

令和２年度決算見込みと、令和３年度の、今回上げさせていただいた当初予算、こ

ちらを反映させたものでございまして、中ほどに網かけをしている部分、こちらが

今回変更をさせていただいたところでございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く現状を踏まえまして、以前、思い

として料金改定の予定を令和４年度というふうな形でのお話をさせていただいたか

と思うんですが、こういう現状も踏まえまして、令和５年度に、１年遅らせた形で

の計画として上げさせていただいております。 

 表の中ほどの、当年度純利益、こちらの欄を御覧いただきたいと思いますが、令

和２年度は、当初の計画と比較しまして、見込みより３,４７１万１,０００円増額、

それの５６９万５,０００円ということになっていまして、令和３年度は見込みよ

りも１,７９８万９,０００円増額のマイナス１,２４４万５,０００円というふうに
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なっております。 

 当初、料金改定を行う予定の令和４年度は、料金改定を、これを遅らせることに

よりまして、１億８６万１,０００円減額のマイナス２,７０３万１,０００円とい

うふうになるんですけれども、令和５年度以降は、料金収入が見込みより約１,１

００万円程度の増額となりまして、当年度純利益は、令和１０年度までの６年間で

約６,６００万円増加するというふうな形での計画見込みとなっております。 

 続いて２ページのほうを御覧いただきたいと思いますが、同じく、網かけの部分

が変更したところでございます。 

 資本的収支について、令和２年度決算見込みと令和３年度の当初予算、こちらを

反映させたものでございます。 

 令和４年度につきましては、料金改定を１年遅らせるということにしますと、上

水道分の企業債を継続して借入れを行うように上の企業債の部分、変更をしてござ

います。 

 ３ページのほうを御覧いただきたいと思いますが、補 財源の残高、こちらの当

初計画との比較でございますが、下から３行目の部分、補 財源不足額を見ていた

だきますと、令和２年度はマイナスの５億５,０９１万４,０００円、令和３年度は

マイナスの４億８,９７７万１,０００円となって、令和３年度末の補 財源残高は

当初計画より１億１,４４６万７,０００円増加をしております。 

 令和４年度は当初計画では前年度の補 財源残高との比較が約５００万円増加す

る見込みでありますので、料金改定を遅らせたことにより約８,０００万円の減少

となる見込みの４億１,００８万５,０００円というふうになりますけれども、令和

３年度末の補 財源残高が見込みより改善をしているため、当初計画からは２,９

８０万５,０００円増加をするということになっております。 

 また、当初計画より、令和５年度以降の料金収入が増えることによりまして、当

年度純利益が増加することから、計画最終年度である令和１０年度の補 財源不足

額はマイナス５億１,９２６万１,０００円となり、令和５年度に料金改定を遅らせ

た場合でありましても、令和１０年度末の補 財源残高は、当初見込みより計画で

は９,６０７万６,０００円増額するというような計画見込みになっております。 

 また４ページ以降には、例年、つけさせていただいておりますけれども、上水、

簡水の今年度の建設改良工事計画と、１４ページには企業債の明細書、こちらのほ

うも掲載しておりますので、後ほど御覧をいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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○南委員長  水道の当初予算は以上でございます。 

 御質疑のある方。 

○濵中委員  今年度の有収水量は変えてくれておるんですけれども、率にすると

どれぐらいになりますか。 

○林水道部係長  今、２月現在なんですけど、上水道に関しては７３％程度で推

移しております。 

○濵中委員  以前７０％を切った時期があったのを心配していましたけど、持ち

直してきたのであれば、いいのかなと思います。 

 それともう一つ、さっきの資料のところで、見ました工事の予定箇所なんですけ

れども、以前から建設課の路面改良と、できれば突き合わせていただいていて少し

でも経費をということやったんですけど、現実的には、予算を立てる時点で、どれ

ぐらいその突き合わせて、一緒のように、節約できるような工事にできておるのか

なって思うんですけれども、もう予算の段階ではもうそれぞれのことなんですか、

それとも、そういった連携はした上で予算立てしておるのか、その辺り、聞かせく

ださい。 

○林水道部係長  予算の段階では、ある程度の話はしているんですけど、今年に

関して言えば泉のほうの改良工事を、建設課で行ったときに一緒に入れさせてもら

うとか、ある程度話はさせてもらったので、そこまで、まだ、突き詰めてってとこ

ろまでは行っていないのが現状です。 

○濵中委員  本当に、また次、５年になると値上げをお願いせんなん部分が出て

くるということで、そのこちらの努力の形も、ぜひ市民の皆さんに御理解いただく

ためにも、僅かなものだったとしても、計画的な、この年度途中の計画の段階でで

もね、できるだけ連携を取っていただくような、そんな形でお願いしたいと思いま

す。 

○佐野水道部長  言われるとおり、できるだけ効率ということを考えて、中で連

携できるところはやっていきたいと思いますので、よろしくお願します。 

○南委員長  他にございませんか。 

○奥田委員  予算書２ページの一時借入金の限度額５,０００万になっていますで

しょう。８ページを見ると、一時借入金利息１２万５,０００円になっているんで

すけど、これまで、６億ぐらい現金預金あっても、やっぱり一時借入金、借りない

と足らんということですか、資金は回っていかんということ。予算だけ。 

○佐野水道部長  予算では５,０００万円ということで限度額ということで設定は
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させていただいていますけれども、令和２年度におきましても、一時借入れはやっ

ておりませんので、一応、額の設定ということで御理解いただけると思います。 

○奥田委員  予算で計上しただけということだね。分かりました。 

 それで、１６ページの債務負担行為のところをお聞きしたいんですけど、上から

２番目の水道窓口及び検針収納業務委託が、これ３年契約だったかな。令和２年度

が３,３７９万２,０００円になっておって、令和３年、４年、２か年で５,０００

万、５,０６８万になっているんですけど、これ３年と４年平均すると２,５００万

ぐらいじゃないですか。これはやはり安くなってきたという、安くなっていくって

ことですか、どういうふうな理解したらいいですか。 

○佐野水道部長  契約の時期が９月ということがありまして、年度をまたいだと

ころがあって、最後になると、９月までということになりますので、ちょっと安く

なるという。１年の通期ではなくて、契約時期が９月時期という、９月の時期とい

うことでしたので。 

○奥田委員  先ほど令和５年度に水道料金値上げを考えているということでした

けど、この辺のところの見直しというの、以前にも申し上げたり、一般質問で申し

上げたことあるんやけど、紀北町なんかと比べたらはるかに高いんですよね、これ

ね。 

 紀北町は２か月に１回の検針ということもあるんだけれども、上手にうまいこと

検針業務をやっていって、尾鷲は以前から高いんですよね、これね。いろいろ事情

があったようやけれども。 

 ただ、もうその事情というのは、もう、ここでは言いませんけどね、解消してい

ると思うので、交渉次第で下がるんじゃないかなと僕は思うんやけど、値上げとい

う話を聞くと、もうちょっと努力してほしいなという気がするんですけど。３年契

約やらでどうしようもないから、これは今後の課題ということですかね。分かりま

した。 

 それで、１１ページのキャッシュ・フローを見ていて、僕、思ったんですけど、

この令和２年のさっきの補正予算５６９万５,０００円黒字になったと言いながら、

そのキャッシュ・フローを見ると、４,２００万ぐらい減っておるんですよね。減

っていますでしょう。減っていましたでしょう。 

 今回も、今回は赤字という、１,２００万の赤字の予算を組んでいるので、この

キャッシュ・フローを見ると、６,５３０万減ってくるということで、ここは、キ

ャッシュ・フローが、資金繰りが回っておれば値上げなんかしなくていいと思うん
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やけど、この辺のところが減ってくるというのが、非常に僕は気になるところなん

やけれども。今現預金幾らやったかな、これ。６,０００万ぐらいあるのかな。 

（「６億円」と呼ぶ者あり） 

○奥田委員  ６億や、すみません。６億まだ３,６００万。令和では３月残るとい

うことなんんやけど。これさっきの資料を見ても、やっぱり大きいのはあれですか、

布設替え、水道管の老朽化ということで布設替えもあるけど、やっぱりこれは大き

いのはあれかな。企業債の償還ということが重荷なんですかね。その辺どう見てい

ます。 

○佐野水道部長  おっしゃられるとおり、義務的な経費の中で大きく占めている

のが、企業債の償還元金等です。こちらのほうも、今の予定の、先ほどつけており

ましたが、最後のところに、企業債の明細書というのが資料の最後のほうについて

いたと思うんですけれども、これなんかを見てみると、２０年度の借り入れた当年

度償還金というところ見ていただきますと、４,０００万、４,２００万規模のやつ

が何本かあったり、これらが今の見込みですと令和９年度、この時期に一つ山が越

えますので、そこまで頑張らんとあかんだというようなことで考えております。 

○奥田委員  やっぱり、これ企業債償還が令和３年度２億４,０００万ぐらいある

ということで、令和４年も２億４,３９０万、これは令和９年度ぐらいまでえらい

ということやけど、そう考えるとあれですね。よく僕ら議会でも、借入れで起債が

できるんだからええじゃないか、事業やれやれという、僕らも、無責任なことを言

うこともあるけど、やっぱりそれが最終的にはこういう重荷、後々重荷になってく

るということが言えるのかなという気はするんやけれども、どうですか課長、そう

いうふうに思われません。やっぱり、何でもかんでも、借入れできるから、起債が

できるから、この事業をやればいいんだというようなね。これも水道事業関係の話

じゃない。どうですか、やっぱりこれ見ておると、圧倒的に、僕は布設替えがある

からと思いながら、思えたけど、老朽化しているものでね。その資金が要るのかな

と思いながらずっと思っておったんやけど、これを見ると、完全に企業債の償還、

これまでの借金を返すためにえらくなってくるというね、非常に皮肉な感じがする

んやけど、そう思いませんか。どうですかね。やっぱり後世にこういう負担が出て

くるということやな。 

○佐野水道部長  費用面から見ると、やっぱり大きなファクターとしては企業債

の償還というのも一つありますけれども、もう一つは、特に水道事業の営業環境の

中では、やっぱり大きな大口さんの、こちらがやっぱり高いときですと１億円超え
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の使用料があった大口の企業さんが撤退されるという、これなんかは水道事業の経

営環境の中でやっぱり一つ大きなことなのかな。それらも重ね合わせて、この先、

継続して、水道事業を健全にやっていくという意味の中では、先ほどから話出てお

ります料金改定なんかも一つの、避けては通れん施策なのかなというふうには考え

ております。 

 以上です。 

○奥田委員  僕、ちょうどこれ見よって、思ったんやけれども。今、課長、大口

の企業が年間１億ぐらいあったんですか、これで。どの水道使用料が。そういうの

もあるもので、借入れしても大丈夫やろうという、そういう大口の企業さんが永遠

にずっとずっと続いてくれるというようなね。確かに、僕も急に、大口の事業者を

撤退するというとは、急にそういうことがあるとは思わなかったですからね。そう

いうことも、僕自身も反省やけどね、反省も踏まえてやけど、やっぱりそういうリ

スクということをもう考えながらやらなあかんのでしょうね。いいですわ、すみま

せん。 

○南委員長  答弁よろしいですか。 

 他にございませんか。 

○楠委員  先ほど、奥田委員とちょっと重複するところあるかと思うんですけど、

委託料の関係なんですけど、実質、毎月やられていますよね。毎月必要なのかどう

かということと、どうしても営業の関係で令和５年、１年ずらしてもらって、市民

の方も助かるんでしょうけど、この間に、やはり委託の内容を見直す。だから、事

業者、委託を受けている会社があるんでしょうけど、やはり１件当たりの単価とか、

エリアを決めてやるとかいろんな工夫をしていかないと、多分私これ委託しても、

３分の２ぐらいで済むんじゃないかなとは思ったりするんですけどね。その１,０

００万、何と浮かせて、いわゆる浮いた分を何とかして料金改定で低く抑えるとか。

そうじゃなかったらよほど説明しなきゃいけないのは債務が相当あるので、早くこ

れを償還したいんだということを市民にしっかりアピールしていかないと、急に以

前言われたその２割、３割上げなきゃいけないとなると、みんな心臓ドッキリする

んじゃないかと思うんです。 

 それとあと、料金の在り方、多少収益性が低くなるかもしれないけど、今、ゼロ

から１０までは、基本的には１,１００円でしたっけ。 

（発言する者あり） 

○楠委員  そうですよね。 
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○南委員長  勝手に話ししないでください。 

○楠委員  高齢者の方って、月に１０立米って使わないと思うんですよ。私も幾

ら頑張っても、１３ぐらいしかいかないんですよね。１人で住んでいると。 

 そうすると、家庭に優しい料金体系となると、どうしても１０立米以下の人の救

済という方法も一つあるのかなと。となると、委託だとかいろんなところでちょっ

と創意工夫して、値上げする前に、やはり市民にこういうふうに工夫したんだけど、

ここまでしかできないので、どうしても値上げしなきゃいけないんだというところ

を先に示してやらないと、また、料金値上げだけしているという話になると思うの

で、その辺の、これからの作業としていかがですかね。 

○佐野水道部長  そうですね、特に見直しにかけてはひとつ料金体系のほう、作

った上で審議会のほうに諮問をかけて、答申をいただくという作業も残っておりま

す。 

 そのプロセスの中で、おっしゃられたようなことも踏まえて、作業をしていかな

あかんなというふうには思っておりますので、新しい料金体系が動き出す手前には、

審議会という大きなファクターがありますので、そちらのほうも経て、今おっしゃ

られたことも考えていきたいというふうには思っております。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

○野田委員  まず、業務の予定量、第２条のところで、皆さんの話に関連するの

かも分かりませんけれども、第２号補正で三百五十なにがしの立方平方メートルの

量ということを言われて、今回の予算は、当初予算、令和２年度の当初予算と同じ

ようなベースになっているような気がするんですけれども、大体、１年前の予算と

同じような形という言い方はおかしいですよね。要因は変わっていないというふう

に判断してよろしいんですか。 

○森下水道部次長兼係長  この年間総給水量なんですけれども、算定の方法とし

ましては有収水量、料金を頂く有収水量を出しまして、それに前年度の有収率を掛

けたというか、割った数字で、総水量として出していますので、一概に同じ数字だ

から、有収水量が一緒になるというような形にはならないんですけれども、そうい

った形で計算されています。 

○野田委員  ３ページのところの細かい話ですけれども、雑収益のところで、今

回１８８万６,０００円ということで土地賃貸料ほかで１８８万５,０００円という

ことなんです。これ前年度に比べてちょっと下がっているんですけれども、何かそ
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ういう契約の部分の賃料が、減額というか、変化したことはあったんですか。 

○森下水道部次長兼係長  国交省のほうに貸している樋ノ口の用地なんですけれ

ども、３年契約になっていまして、今年度から契約の更新になるんですけれども、

その際の土地の評価額によって賃料は決まっていますので、その辺りで、変更にな

っています。 

○野田委員  今回の予算で１,２００万の純損失という形の予定、予算を組まれて

いるんですけれども、全体的な見通しというのが、今大口も含めて、人口減少もあ

るでしょうし、もう先行きってのは分かってきている中で、人口動態が分かってく

る中で、人口動態だけじゃなくて、今の現状の中では産業も含めて、その中で、

我々は考えなければいけないところは奥田さんや楠さんも言われたんですけれども、

費用の部分が本当に今この現状のままでいいのかというところの再見直しというも

のを、やっぱりやっていかないと、もうパイ自体が大きさが決まっている中で、や

はり建設課との話もありましたけれども、情報交換をしながら、予算を下げると、

予算というかコストを下げるとか、今言った委託料なんかも、５,０００万という

のは、令和３年から４年というのは上がっています。この中でも、パイが小さくな

ったらそれなりの規模にしていかないと、非常に無理が出てくるのかなと思うんで

すけれども。その辺の情報交換というか、水道部でそういう話はされるんですか。

されると思っていますけれども、いかがなんですか、そこら辺は。 

○佐野水道部長  特にやらんといかん部分との優先順位も含めて工事については

あるし、あと、費用面については先ほど楠委員のほうも言われた委託料をはじめ、

費用の中で改正というか、改革をできる部分については考えていかなあかんしとい

うようなことも踏まえて、それは日々やっていかなあかん。要は、今までのまんま

でいいという話ではないというふうには思っておりますので、これは水道部含めて、

中で、論議はしていきたいと、していくものというふうに考えています。 

○野田委員  以上です。 

○楠委員  すみません、もう一点聞くのを忘れていたんですけど。 

 建設改良費の中で、工事請負費がそれなりにあるんですけど、今回いろいろ配水

管の調査をしていく中で、布設替えが必要なものなのか、それとも、調査した結果、

中のライニングをして、すれば、布設替えしなくても工事費が安くなるのかとか、

そういうのも含めて、現在やられているんですかね。布設替えというふうに決めて

しまうのか。耐震上の管がないので耐震用の配水管に替えるというのは分かるんで

すけど、それ以外でも、また延命できそうな管があった場合は、掘削も少なくて済
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むライニング工法で工事費を低く抑えるという方法もあるかと思うんですけど、そ

れは現在やられていますか。 

○林水道部係長  今言われた調査というのは、これあくまでも漏水箇所の調査で

あって、その管がどうこうという調査ではまずないんですけど、もちろん工事のと

きに関しては、コストを抑えるような形の設計もさせてもらいますし、またその当

時、人口と家の戸数等も考えながら、例えば管の口径を小さくしていくとか、そこ

ら辺で対応はさせてもらっています。 

 また、ライニングとなると、また、今出ておる管とかという話にはなってくると

は思うんですけど、埋設の管に対しては、もう基本、うち耐用年数過ぎたものを替

えていっているので、そこはもう更新という形で行っていきます。 

○南委員長  他にございませんか。 

 よろしいですか。１０ページの簡易水道の施設設備費の工事請負費で最後の賀田、

賀田古江簡水なんだと思うんですけれども、もう少し詳しく説明していただけませ

んか。内容的に。 

○林水道部係長  今委員長からあった賀田の第２加圧ポンプ場の取替設備なんで

すけど、今年度、電気盤のほうを替えさせてもらって、来年度、ポンプの送水ポン

プのほうを替えていきたいなということで計画しています。 

 ポンプの台数なんですけど、加圧ポンプ２台、逆止弁が２基、フード弁が２基を

替える予定です。 

○南委員長  この南輪内保育園の機械設備のほうは、と同じですか。 

○林水道部係長  南浄水場のほうなんですけど、こちらも送水ポンプ２台の取替

えを予定しています。 

 以上になります。 

○南委員長  大体何年更新で、こういった簡易水道も上水もそうなんですけれど

も、機械の設備というのは更新をやっておるのですか、大体サイクルは。 

○林水道部係長  一応、耐用年数としては１５年ということなんですけど。使用

頻度等もありまして、保守点検等行って、ちょっとでも長寿命化して、使っていっ

ている状況です。 

○南委員長  分かりました。 

 今、それと野田委員さんからの国交省の貸付けの更新というお話が１８８万です

か、あったで、今後も更新してくれる予定なんですか、しばらくは。計画的にどう

なんかというの、もし分かっている範囲であれば、国交省の関係ですので。 
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○森下水道部次長兼係長  工事が完成するまでは借りていただけるということに

なっていまして、それ以降は借入れがないので、原状復旧していただいて、戻して

いただくという形で、４年度いっぱいまでの契約でいく予定になっています。 

○南委員長  ４年度いっぱいでね。ありがとうございます。 

 よろしいですか。資料の投資・財政計画の水道料金のアップのほうも説明してい

ただいたんですけれども、もしなければ水道部の審査を終わりたいと思いますけれ

ども。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、水道の審査を終わります。ありがとうございま

した。 

 ここで１５分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０２分） 

（再開 午前１１時１６分） 

○南委員長  休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 市民サービス課に入っていただいたのは、皆さん御存じのように、先般飛鳥幼稚

園を視察させていただいて、また地元の区のほうからも要望事項が上がっておると

いうことでございますので、改めて、市民サービス課の考え方というよりか、皆さ

んもいろんな意見を拝聴していると思うんですけれども、そういった意味で前回の

予算審査のときはまだ現場を見ていなかったということでございますので、今回は

現場を見たということで、もし、いろんないい妙案があれば、お聞かせを願いたい

なと思うんですけれども。 

 飛鳥幼稚園の解体について、何か御意見はございませんか。特に、よろしいです

か。 

○楠委員  基本的に貴重な財産だと現場を見て分かったんですけど、ただ壊すだ

けはもったいないし、区長も遺跡も出ることもあるとか、いろいろ市の財産として

結構有益なところだと思うんですよね。 

 そのときに、全部残すことはなかなか難しい。壊さなきゃいけないとなると、あ

の史的な資源をどうやって生かすかというところの検討とかそういう方向性を示し

たものって今まで尾鷲市の文化財としての考え方の示す方針とか方向性を書いたも

のってないんでしょうかね。 

○宇利市民サービス課長  文化財の保存ということになると、担当としては生涯
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学習課ということに現状なっておるんですが、特に、尾鷲市、市の所有の物件に関

して、そういう部分については、特に聞いておりません。 

○奥田委員  予算審議のときに話があったかもしれませんけど、この５４０万１,

０００円の工事請負費の中にで、加えるんやったら玄関も残してほしいとか、鬼瓦

残してほしいとかという話があったやないですか。これで調査もあるんでしょう。

どの程度まで５４０万１,０００円というのは、入っているんですか。具体的に。

積算書に。 

○宇利市民サービス課長  積算の中には保存の部分に関するものは入っておりま

せん。 

 まず、現場でも御説明申し上げたんですけれども、まず去年、昨年の７月に屋根

の一部が破れている部分を、もう確認をさせていただきました。その中で、修理に

どれぐらいかかるかという見積りを業者のほうに見ていただいて、これ設計はまだ

全然していないんですけれども、その際に、やはり、垂木の部分等にも腐食が見ら

れるということで、実際見てみないと分からないんだけれども、もしかすると、柱

等にも腐食があるかもしれないというような話の中で、約、修理に関して言うと、

１,５００万ぐらいはかかるんじゃないかと。 

 それで、それ以外にも腐食の部分が出てきた場合、もっとかかる可能性も出てく

るという話の中で、私どもが一番最初に考えたのが、このまま壊れた場合、隣にあ

る高齢者サービスセンターにも被害が出る可能性があると。それ以外にも、中に入

れる状態にありますので、入った方にも危険が及ぶ可能性があるという部分の中で、

まず最初に、修理としては相当に高額になるということもありまして、そのものを

活用もなかなか難しい状況を考えると、壊すのが一番ではないかという前提条件で

話をさせていただいたものでございます。 

 ですので、やはり、その時点では、ブルーシートをかける程度の簡易的な、水が

侵入しないような処理をしただけですので、やはり私どもとしても、今年の台風シ

ーズンを迎えるに当たっては大変懸念をしております。 

 ですので、最初からの方向性としては極力早く危険を撤去したいという部分で考

えております。 

○奥田委員  なるほどね。じゃ、この５４０万１,０００円というのは、修理とか

すると、さっきで１,５００万かかるもので、全部解体というか全部全部壊してし

まうというものなんやね。 

 そうすると、この地区の方々が、曽根地区の方が言われている玄関部分を残すと



－２２－ 

か、そうなってくると追加の予算が要るということ、どういうことなんですか。 

○宇利市民サービス課長  端的に言いますと、どれぐらいかかるかは分かりませ

んが、追加の費用が発生するであろうというふうには考えております。 

○奥田委員  そうしたら今の予算の中ではもう、今、地元の方の意向に沿ったよ

うな形ではこの工事に入れないということかな。どういうふうな感じなんですか。 

○宇利市民サービス課長  現状の予算の中では難しいと思います。 

 それから、やはり私どもとしては懸念するのは、あの部分を、玄関部分を残すと

いうことになると、専門業者の方に見ていただいて設計から組み直しをしないとい

けないというふうに考えております。その調査にどれぐらいかかるかというとちょ

っと分かりかねるというところで、下手をすると、残す作業の設計だけで年をまた

いでしまうんじゃないかというような話もございますので、やはり現状においては、

期間的な問題も考えても、玄関部分を残すのは難しいのではないかというふうに考

えております。 

○奥田委員  玄関部分を残すのは難しいと。 

 そうすると、担当課としては、もうそのまま解体、全部壊してしまいたいと。費

用もかからない。 

 でも、地元の曽根地区の方々は、鬼瓦もそうやけれども、玄関部分を保存してほ

しいという話なんやろうね。その辺はどうなんですか。 

 今回こういう予算上げましたけれども、曽根地区の方々の意向を無視した形で、

また強行突破とか、そういう言葉を使って申し訳ないけど、そういうような形でい

くということですか。どういうふうな、これ予算上がってきておるでね。 

○南委員長  課長、これ、当初予算編成を策定したときというのは、やはり区の

方とある程度の合意形成が取られておったと思うんですけれども、そこら辺はいか

がですか。そこら辺だけはっきり。 

○宇利市民サービス課長  役員会の皆様とはお話をさせていただいて予算計上の

許可はいただきました。 

 その中で、やはりそういう、残してほしいという意見の方も、やはりそこの部分

で拾い切れてなかったのかなというのはあるんですけれども、私どもとしては役員

会の皆さんとお話をする中でも、解体をやむなしと、その中でもやはり残せるのか、

残せんのかなというのは意見を持っておられた方もおるかとは思うんですけれども。

同意はいただいたというふうに理解はしていたんですけれども、その後、やはりこ

ういう要望が出てきたという中で、現状私どもとしてはやはり台風シーズンまでに
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処理をする方法としてはやはり壊すのが一番早いということになってきます。 

 その中で今回壊すものとしては、上屋の部分のみを解体、危険を撤去するという

ことで上屋の部分を解体させていただいて、基礎の部分については残す形になるか

なと思います。 

 それはなぜかというと、あそこには埋蔵文化財が埋まっているというところにな

るんですね。埋蔵文化財の調査ということになるかも要望に上がっているかと思わ

れるんですけれども、埋蔵文化財については、そのまま置いておくのが本来の保存

の仕方というところもございますので、そこの詳細については補佐のほうから御説

明申し上げます。 

○世古市民サービス課長補佐兼係長  それでは、御説明いたします。 

 埋蔵文化財につきましては、先ほど課長も説明ありましたが、一度破壊されてし

まうと、元に戻せないという性質上から、現状を保存するということが保護の原則

とされております。 

 こういう埋蔵文化財が埋まっている地域において、開発などが行われる場合は、

現状の保存を原則としながら、それらが行えない場合に限って、代替措置として記

録保存のための発掘調査が行われるということになります。 

 この発掘調査なんですけれども、埋蔵文化財の内容を知るという点では、有効な

手段であるんですけれども、この発掘自体が遺跡や遺構を破壊してしまう行為の一

種であることから、結果的に遺構が大半を失われてしまうということで、現状保存

が行えない場合に限って実施することが認められております。 

 今回につきましては、建屋の危険性を除去するということを目的に実施しようと

するものでありますが、底地に対して極力影響を与えない施工ということが求めら

れます。 

 また併せて、発掘調査というものが底地に影響を与える行為でありますことから、

今回については、それらについては行わない方向と考えております。 

○奥田委員  今、担当課としては、台風シーズンまでに建屋部分を撤去したいと

いうことなんやね。そうするとその玄関部分はどうなるんですか。 

○宇利市民サービス課長  玄関部分も含めてというふうに考えております。 

○仲委員  現地も視察して、地元の意見を聞いた中で、和風建築物としての価値

が高いという中で、地元からは、やはり玄関部分を残してくれという希望があって

要望書が出てきたということなんですけど、やはり今の予算が５００万程度の予算

では、取壊しが精いっぱいということは理解しておるんですけど。やはり予算的な
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面もやっぱりあるという中では、あのまま玄関をずっと残すと、どれだけかかるか

分からんような金額になるということも予想されますので、やはり、瓦の額という

ところ、これ希望にも要望書も出ていますね。 

 瓦とそれから、破風ですね。唐風の破風のあれを、例えばですよ、板だけを上手

に外して、展示室なりへ保存できればというような考え方もあると思うんですわ。

そこらでもう一遍、予算的なものがやっぱり厳しいという中で、この程度でしたら、

何とかここ解体のときに外せると。経費もかからずに外せると。そういう保存では

できないかどうか。それしかできないというような協議を、工事の前までにやれた

らいかがですかね。そこらの意見どうですか。 

○宇利市民サービス課長  もちろん要望が出てきている中では、こちらが応えら

れる部分もあるかと思います。例えば工事の設計の中に必要な、地元の方が必要だ

と思われるところを残すような行為が、予算の範囲内で執行できるのであれば、予

算をお認めいただいた場合は、こちらも地元のほうと話をさせていただきたいとい

うふうには考えています。 

 ですので、これは地元の要望をまるっきり無視をして実施をするというものでは

なく、こちらが応えられる部分については応えさせていただくというふうに考えて

はおるんですが、何分、要望の一番最初にありました玄関部分を全てということに

なりますと、やはり工期の、工期というか台風シーズンまでの時期を考えると、ま

ず、費用積算の部分で相当に時期、時間がかかるという部分で、やはり相当難しい

のではないかなと。 

 鬼瓦の部分については、全てを残せるかどうかというのはまだ不明ですが、保管

場所の関係、展示を望まれるかどうか、それらも含めて検討しないといけませんの

で、展示ということであれば、全てというのは難しいですが、一つぐらいというこ

とであれば展示はできるのではないかなと。等々、地元とお話しする余地というの

はあるかと思います。 

 しかしながら現状の予算の中においては、玄関部分をあのまま保存をするという

のは相当に厳しいなというふうには私どもは考えております。 

 以上です。 

○濵中委員  現場でお話を伺ったときにね、地元の人から玄関の部分が、あの格

好で、あの場所でということは現実味がないことは理解しているというふうなお話

も出ておりましたので、例えば映像に残すとか、そういったあたりの話も含めて、

逆に何かアイデアはないですかねという投げかけの方もおりましたのでね。そうい
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った今言われたありとあらゆる、まだこの後、地区の方と懇談する中で、本当に現

実味のある方向を考えていただければなと思うんですけれども。 

○宇利市民サービス課長  やはり、まるきり地区の意見を無視するという形では

私どももやりたくないというふうに考えております。ですので、応えられる範囲で、

意見を交わしながら、事業執行に向かって準備をさせていただきたいなというふう

に考えております。 

○三鬼（和）委員  形あるものは、今、仲委員が言われておったようなことです

が、要望の中にはやっぱりデジタル保存というのがありますので、建物とか玄関の

周りであるとかを写真に写すなり何かして、そういった中に保存ができるとか生き

てくるような形を尊重して了解もらうというのか、そういうお話もしていただけれ

ば、これは予算の中に、写真化するのが入っているのかどうかは別にしてでもね、

これ違うのでもできると思うんです。 

 ただ、教育委員会の郷土資料館のときにでも言いかけて、中途半端になったんで

すけど、このように視察した中でも、あそこに置いてあるものすら、以前は曽根に

おいて郷土資料室かな、一つの建物の中にあれが全部置いてあったのを、コミュニ

ティーセンターを建築によって、コミュニティーセンターの中に一部、ああいう展

示場を設けるという形になって、キャパ的には置けないということがあるじゃない

ですか。 

 市民サービス課の範疇ではないにしてでも、本市においては、郷土資料室という

か、資料館は手狭なような形でありますので、これは、全体的な話の中で、市長、

副市長の範疇なのかも分かりませんけど、そっちのほうも、学校の普通、財産に換

えるとかそんなのも含めた中ででも、これからも出てくると思うんです。家を空け

る人が出てきたりとか、古小民家でいろんなものがあって、これを市の郷土資料と

して寄附したいという話なんかも出てくる可能性もあるもので、本市としては、そ

ういったのを一堂に集められるようなところを休校とかそういうのが出た。新たに

建物を建てなくてもいいので、そういった出てきたときに、これも併せて総合的に

施策として考えたらどうかなと思うんですけど、その辺について市長どうですか。

いかがですか。 

○加藤市長  この件の話については一応理解しているつもりでいるんですよね。

おっしゃるように、特に鬼瓦６枚というところからスタートしているわけなんです

けれども。この郷土資料館というものが非常に手狭であるとか、いろんなところ、

あれすると、手狭というような話があるんですよね。 
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 ただ、うちは、要するに尾鷲市のいろんなものを考えた場合に、これもう将来的

になるわけなんですけどね。場所的な余裕は、私はあると思っているんですよ。そ

ういったところに一堂に会しながら、郷土資料館的なものを造る構想を、本来的だ

ったらやるべきだと思うんですけれども、ただ、それをまだ、今、全然白紙状態で

すので。 

 しかし、こういった郷土資料というのは大事に保管する、あるいは展示するとい

うことについては、私は基本的には大事な話だと思いますので、ただそれに対する

場所というのは、どこの場所云々という話じゃないんですけど、その場所は、私は

あると思います。 

 それをどういうふうにして、改装しながら、郷土資料館をつくり上げていくかと

いうことについてはまだ白紙状態であると。 

 ですから、考え方については、私は同意見といいますか、そういう考え方を持っ

ています。 

○三鬼（和）委員  委員させていただいて、長い間、管外視察なんか行っても、

行政がやっておるところであるとか、あるいは個人の持ち物でも古民家という形の

中で郷土資料館みたいな形になって、訪れたりとかとすることをしていますので、

本市においても貴重な郷土資料というのがまだまだあると思いますので、将来的に

は、今市長、場所があると思うというように、一堂に会したようなところがあって

もいいのではないかなと思いますので、前向きに検討していただきたいと思います。 

○野田委員  この経緯をお聞きして、５４０万の解体ということも高齢者福祉セ

ンターのほうの安全という部分もして、早くやっていきたいということの中で、曽

根地区の役員さん等とお話をされて、心の合意は来たということなんですけれども、

再度、台風シーズンというのはあるんですけれども、再度やはり、この間、委員の

視察も含めて、今、委員の方言われたようにそういうものも含めて、尾鷲市として

できることをもう一遍提示していただいて、そこでもう詰めていただくことが大事

なことかなと思いますので、そこら辺はもう一歩進んだ形で、繰り返し同じことに

なるのかも分かりませんけれども、そこら辺の合意形成を十分やっていただきたい

なという気持ちがします。要望です。 

○南委員長  予算がついて、恐らく執行されるわけなんですけれども、執行に当

たってはいろんな区のほうから宿題事項もいただいておると感じで、できることと

できないことというのはあると思うんですね。そういう意味でも、やはり地域の方

と話合いを進めながら、合議の下で事業展開を図っていただくよう、委員会として
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も強く要望をいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

 次に、防災のほう、入っていただきます。 

 中断します。 

（休憩 午前１１時３７分） 

（再開 午前１１時３９分） 

○南委員長  委員会を続行いたします。 

 次に、防災のほう、三鬼孝之委員さんから、消防団の報酬が少ないということで、

県下の状況を、まとめていただきましたので報告をお願いいたします。 

○神保防災危機管理課長  前回の委員会で提出を求められた資料でございます。 

 まず、補助金についてでございます。 

 補助金は、県下２９市町において、２４市町において補助金の制度がありました。

このうち、前回、御説明させていただきましたけれども、申請内容にかかわらず、

補助額が３分の２以上の市町というのが、本市を含めて４市町ございました。これ

については以上でございます。 

 続きまして、消防団のほうの資料を御覧ください。 

 消防団の年報酬と出勤手当について説明いたします。資料２を御覧ください。 

 尾鷲市消防団員の年報酬は１万２,０００円、出勤手当は４,６００円となってお

ります。これも前回の委員会で説明しましたように、三重県下で見ると、紀北町に

続いて、２番目の低さとなっておるのが現状でございます。説明は以上でございま

す。 

○南委員長  以上でございます。 

○三鬼（孝）委員  今、資料２、説明いただきましたけれども、紀北町が最下位

で１万１,０００円ですか。尾鷲市が１万２,０００円、かなり低いですね。平均に

下回っておりますのでね。 

 それで、委員会でも言いましたけれども、国の交付税が年報酬は３万６,５００

円で、出動手当７,０００円来ておるんですけれども、市長、この辺、今後どうで

すか。来年度予算ぐらいで反映していかんと。 

 というのは、消防団員は非常勤の公務員ですからね。それで命をかけてというこ

ともありますし。例えば東日本大震災の場合は、消防団もかなりの方が犠牲になっ

ておりますね、津波で。命を張ってやっているということですから、あまりにも低
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いような気がしますので、その辺の市長の考え方をお願いします。 

○加藤市長  この消防団の年報酬と出勤手当、出勤手当については、まあまあ平

均ぐらいかなと思っているんですけれども、あまりのは委員御指摘の年報酬額とい

うのは、紀北町、尾鷲市、この２市が低い、大変低いというようなことで、おっし

ゃるように消防団という役割というんですかね、仕事の内容というのは非常に重要

なことでございますので、当然のことながらこの年報酬額については検討していき

たいと思っております。ただ紀北町とも、いろいろ話しながら、検討はしていきた

いと思うんですけれども。 

 だから、来年度のこの予算に間に合うのかどうかということについては、まだそ

の辺のところは、まだ考えておりません。 

 ただ、今この数字を見た段階で、非常に尾鷲市は紀北町と並んで、さっき課長の

ほうから説明ありましたように低いと。それに対するある程度検討、前向きに検討

していかなきゃならないんじゃないかなという気持ちでおりますので、検討はさせ

ていただきたいと思っております。 

○三鬼（孝）委員  それで、防災の課長、非常勤消防団、年何回会合を開くか知

りませんけれども、この報酬等についてのいろんな話合いはないんですか。 

○神保防災危機管理課長  今のところ、話合いはしておりません。 

○小川委員  この件に関して私も言わせていただいたんですけど、放水訓練とい

うのをやっていますよね。これの１回の手当で、大体何回ぐらいやられているのか。 

○寺下防災危機管理課主任  放水訓練について説明させていただきます。 

 放水訓練は出動手当ではなくて、訓練のほうの手当ということで３,７００円、

毎月１回を各分団にしていただいているところでございます。 

 以上です。 

○小川委員  これの他市町との差というのは、皆、よく似たものなんですか。そ

れはどうなんですか。 

○寺下防災危機管理課主任  他市町については、ここの件に関してはいろいろな

考え方等々ありまして一概には他市町でこの額、この訓練、会議であったりとか、

何時間以上とかいうくくりがいろいろありますので、ここでは一概には言えないん

ですけれども、大体、同じぐらいの推移でいるような状態です。 

 以上です。 

○南委員長  高いところと低いところ、分かる。 

○寺下防災危機管理課主任  分かりました。訓練手当で高いところで、手元の資
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料でざっと見ると５,０００円。低いところでいくと、大体２,０００円ぐらいが低

いところとなっております。 

 以上です。 

○南委員長  分かりました。 

 他にございませんか。 

○三鬼（和）委員  この消防団のこういう手当というのは、かなり尾鷲市低くて、

最低限紀北町、広域消防やっておるので、紀北町とは同じじゃなきゃ駄目だという

ところからスタートして、大体一緒ぐらいで推移しておるんですけどね。 

 やっぱりこの辺、消防については合同みたいな形で動いておるので、やっぱり紀

北町さんにも市長、呼びかけもしていただいて、検討というのか、もうここまで来

るのにもかなり何年もかかったようなところもあるので、よろしくお願いしたいな

と思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので終わります。ありがとうございました。 

 ここで昼食のため休憩をいたします。再開は１時１０分からといたします。 

（休憩 午前１１時４６分） 

（再開 午後 １時０９分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 次に、政策調整課に入っていただきました。 

 予算審査のその他のほうで若干説明があったんですけれども、野球場代替地につ

いての再度説明があるということでございますので、資料に基づいた説明をお願い

いたします。 

 初めに、市長、何かございませんか。この件について。 

○加藤市長  今回、説明の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 今回、政策調整のほうから説明させていただく、広域ごみ処理施設建設に伴うこ

の代替球場建設等について、この件について説明させていただきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○三鬼政策調整課長  政策調整課です。お時間をいただきありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、広域ごみ処理施設建設に伴う代替球場建設等について、資料に基づき
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御説明をさせていただきます。 

 資料の１ページを御覧ください。通知させていただきます。 

 現在、本市を含む東紀州５市町において、尾鷲市営野球場建設予定地とし、広域

ごみ処理施設の建設に向けて取組を進めており、県の許可を得て、本年４月に東紀

州環境施設組合を設立し、令和１０年４月の稼働を目指しているところでございま

す。 

 計画に沿って進めるには、令和６年度に現市営野球場の解体工事に着手する必要

があり、そのための代替球場の建設が必要不可欠な状況となっております。 

 昭和６２年３月に完成した現市営野球場は、海抜２３.７メートルに位置し、老

朽化が著しいものの、年間約３,８００人ほどが利用する市民に長年親しまれた球

場であり、広域ごみ処理施設建設に合わせて、海抜約４.５メートルの中部電力尾

鷲三田火力発電所跡地に移設するためには、利用者の安全確保が必要なことから、

代替球場建設費及び津波避難施設の負担について、広域５市町で合意の上で取組を

進めているところでございます。 

 取組を進める中で、有利な補助金等の活用により各市町の費用負担を軽減する必

要があることから、各種補助金等を調査、検討した結果、国の社会資本整備総合交

付金、交付率が２分の１に相当しますが、それを活用すべきであるという結論に至

りました。 

 そのためには、スポーツ振興ゾーン及び高台ゾーンを合わせて、都市公園整備事

業としての都市計画決定を行う必要がございます。 

 そのため、令和３年度に都市公園整備事業の基本計画策定と同時に、尾鷲市都市

計画審議会による決定が必須となることから、先般、東紀州５市町の市長、町長で

知事に要望を行い、社会資本整備総合交付金の活用に向け県と協議を重ね、お互い

に連携して進めていくことで了解をいただいております。 

 次に、火力発電所跡地、スポーツ振興ゾーン以外の用地活用についての懸念点に

ついて御説明をさせていただきます。 

 まず、タンクヤードでありました第１ヤードについてでございます。 

 ここにつきましては、撤去工事中に油臭を確認したため、汚染対象区域の調査を

行っており、令和３年度中に、令和４年度以降に対策を講じるための調査を実施す

る予定となってございます。このことから、現市営野球場の撤去開始予定である令

和６年度のスケジュールまでに、代替球場建設が間に合わない状況となっておりま

す。 
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 また、土地の形状ですが、撤去工事後、構内道路から約１.５メートルから２メ

ートル掘り下げており、海抜約３メートルからさらに低くなっている状況であるた

め、最低限、元の高さまで埋め戻す必要がございます。 

 およそ２メートルを埋め戻すと仮定した場合、用地面積約１１万２,０００平方

メートルに対し、土量が２２万４,０００立方メートル必要なことから、約１０億

円以上の費用が必要と想定されています。 

 次に、尾鷲市立運動場につきましては、陸上やソフトボールなどが利用中であり、

また、代替球場建設に当たっての面積が不足している現状でございます。 

 次に、津波避難施設についてですが、平時は市民及び利用者の憩いの場として、

また、有事の際は一時避難場所としての築山を設ける方向で、現在、中部電力三田

火力発電所跡地構内に、県から盛土材として河川のしゅんせつ土砂の提供を受けて

いる状況でございます。 

 盛土材提供を受けるに当たっては、三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例

第７条に規定する土砂基準２６項目を満たし、かつ、三重県建設副産物処理基準に

おける土質区分第３種以上であることを前提条件としていただいております。 

 なお、築山につきましては、静岡県袋井市、沼津市、三重県津市などの事例を参

考にし、一時避難場所として位置づけるものでございます。 

 次に、補助金等活用可能な財源検討について御説明いたします。 

 初めに、今回活用を目指している社会資本整備交付金（都市公園事業）でござい

ます。 

 今回、都市公園整備事業として、都市計画決定を経て、施設費の２分の１の交付

金獲得を目指している状況でございます。 

 次に、学校施設環境改善交付金（スポーツ施設）につきましては、スイミングセ

ンターや屋外スポーツセンター新改築などに活用できる制度ですが、県教育委員会

への確認及び公立学校施設整備事務ハンドブックに、野球場は対象外と明記されて

いるため、残念ながら活用できないものとなっております。 

 続いて、スポーツ振興くじ助成金でございます。 

 地域住民の身近なスポーツ活動の場となる競技施設等の新設等が対象であること

から、対象経費の３分の２が２,０００万円を限度として活用が可能でございます。

ただし、当助成金は単年度助成が基本であるため、計画期間が複数年にわたる場合

は、事業が完了した年度のみとなります。 

 次に、地方債について御説明いたします。 
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 過疎対策事業債での対象事業として、公民館、その他の集会施設や、住民がスポ

ーツを楽しむための運動場、野球場、テニスコート、水泳プールなども対象となる

となっており、充当率が１００％、交付税措置率が７０％となっております。 

 令和３年３月末で現行の過疎法が期限を迎えることから、延長に向けて、現在、

国会において特別措置法案の審議中でございまして、現行の対象事業も継続される

見込みですが、過疎債枠の確保が必要となります。 

 次に、緊急防災・減災事業債での対象事業として、大規模災害時の防災・減災対

策のために必要な施設の整備、緊急時に避難または避難するための施設、築山や津

波避難タワー等が対象となってございます。充当率が１００％、交付税措置率が７

０％となっております。 

 近年、災害の激甚化、頻発化する中、地方公共団体が防災・減災、国土強靱化対

策に取り組むことができるよう、対象事業を拡充した上で、事業期間を５年間延長、

令和７年度末までとされております。 

 説明は以上でございますが、本市を含む東紀州５市町の広域ごみ処理施設建設に

向けて取組を進めさせていただきたく、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○南委員長  野球代替地についての説明は以上でございます。 

 ただいまの説明について御意見のある方、御発言願います。 

○小川委員  二、三点聞かせていただきます。 

 代替野球場建設の予定地のところには、ここは油漏れはないってことなんですか。 

○三鬼政策調整課長  発電所ヤードでは、今回、第１ヤードを対象としているよ

うな油臭及び油漏れは、現在のところございません。 

○小川委員  それと、社会資本整備総合交付金、これを頂くためには、今、都市

計画とかやらないと時間がないというふうに理解すればよろしいんですか。 

○三鬼政策調整課長  社会資本整備総合交付金を活用するためには、都市計画決

定をいただいている国の対象となる事業となることが前提ですので、このためには

都市計画決定を速やかに行った上で、年度に間に合うように進めていく必要がある

という理解でお願いいたします。 

○小川委員  その６年度の現野球場の解体までにはそれをすると、ぎりぎりで間

に合うぐらいになるんでしょうか。 

○三鬼政策調整課長  確かに６年度スタートに間に合うように、最大限努力して

いるという状況でございますので、そのためにも、一刻も早く都市計画を決定して
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いただくための材料となる基本計画の策定と同時進行で進めさせていただきたいと

思っていますので、間に合うことを目指して、今、取組を進めさせていただいてお

ります。 

○小川委員  最後に１点、過疎対策事業で充当率１００％の７０％、あれですか、

措置率、これを大体幾らぐらい予定しているのか、その下の事業も、これ、幾らぐ

らい予定する、もし大体でも分かれば。 

○三鬼政策調整課長  確かに、今後、年次計画でいつの年にどのような費用が要

るかというのは、まず基本計画を立てていただいて、どのような条件の下に建設費

用が必要なのかも含めて、財政当局とも必要になってきますので、確かに、過疎枠

は尾鷲市が希望する額がそのまま頂けるわけではない場合も多いですが、最大限、

過疎債を充当しながら、交付金と合わせて市の負担が少なくなるように詰めていき

たいと思っています。ですので、基本計画策定後に詳細については進めていく形に

なると思います。 

○奥田委員  教えてほしいんですけれども、この社会資本整備総合交付金、対象

経費の用地とか３分の１と、それから、施設費は２分の１ということの交付金とい

うことですが、これは都市計画決定が前提ということですけど、期限とかってある

んですか。 

○三鬼政策調整課長  現在のところ、社会資本整備総合交付金の中で都市公園事

業については、特に何年までという時限立法という扱いではない現状です。 

○奥田委員  時限立法じゃないんですね。なぜ、僕、急ぐのか、そういって選挙

もあるし、何でこんな３月のもう議会が終わってから、これ、３月３１日に上げて

くるということやけれども、焦るのかなと思ったんやけれども、別に、これ、時限

立法ってわけじゃないんですね。これからずっとまだあるという理解なんですよね。

だったら、別に急ぐ必要ないんじゃないかなという気はするんですけど。 

 というのは、今、時限立法だったらというふうに言うのかなと思っておったんや

けれども、例えば２年前、平成３１年の１月やったかな、緊急防災・減災事業債の

発行も令和２年までで終わるんですよと、だから令和元年、令和２年でやらないと

間に合わないんですよと言われて、あれも債務負担行為かな、あんなイレギュラー

の歩き方して、僕らも、いや、それ以降もあるやろうというような意見もあったと

思うね。でも実際、最後のところに書いてあるように、去年の１２月かな、あと５

年、令和３年度以降も５年間延長しますと、やっぱりなという感じがするんですね。

だから、こういう緊急防災・減災事業債も続いていくと、これからもまだこれも続
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いていくって言うし、この社会資本整備総合交付金も、今終わるというわけじゃな

いし、この３月末で終わるわけでもないんだったら、僕はやっぱりまだこの都市計

画決定、やっぱりまだごみ焼却施設の市民説明会もしてないわけですよ。 

 ほいで、パブリックコメントにもあったように、あそこに浸水域の４メートルの

ところへごみ焼却施設を断念したのに、また、子供たちが野球をするそれをそこに

造ってもええのかという市民の方々の意見もあるし、だからそういうふうなやっぱ

り意見調整というか、やっぱり執行部のほうもきちっと丁寧な説明をした上で進め

ていかないと、慌ててもう都市計画決定するんですというのはあまりにも強引とい

うか、市民軽視という気がしてならないんですよ。 

 まずはやっぱりあそこに野球場、今の市営野球場、候補地が挙がりました。その

代替地をあそこ、今の発電所跡に持っていきたいんですという、これに対しての市

民に対する説明、合意というものが、まず時間をかけてやってもらう必要があるん

じゃないかな。だから、これ、選挙が終わってからでいいんじゃないですか、こん

な場当たり過ぎ、３月末にやる必要ないんだったら。いかがですか、その辺、担当

課として。 

○下村副市長  今回、年度末に予算計上させていただきたいというのは、冒頭で

課長のほうが説明いたしましたように、広域ごみ処理施設が令和１０年４月の稼働

を目指しておると。そういった中で、その工事の兼ね合いで野球場の解体が急がれ

ます。それまでに新しい野球場、代替施設を建設する必要があるということで、こ

ういうスケジュールになったものであります。 

○奥田委員  そういう結論ありきの、副市長、それはやっぱり市民に対する市民

軽視です。市民に対してきちっとした説明せんと、いや、こういう結論だから、こ

うせなあかんのですよというような、そういうふうなやり方というのはやっぱり市

民軽視、市民無視ということになりますから、きちっとやっぱりもうちょっと丁寧

な説明していかないと、いけないと思いますよ。これ、やっぱり強引過ぎますわ。

もう選挙が終わってからでいいじゃないですか、そんなもん。 

 僕、もう一つお聞きしたいのは、第１ヤードで油漏れがあったと、これもこの前

初めて言われて、僕のフェイスブックにもネットワークですぐ市民の方々から問合

せがあったり、電話もあったけれども、その後。そんな話があったんかと、そんな

話があったんやったら早よ言えよって怒ってきた方もいらっしゃいますよ。あんた

ら聞いておったのかって言うて、聞いておったら早よ言えよってね。そんな大事な

ことを市民に言わなんだのかって言うて、物すごく怒った人もおった。 
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 だから、こういう油漏れがあった、第２ヤードももしかしたらあるかもしれない、

普通そうでしょう、考えるなら。発電所跡だってタービン建屋があり、煙突がある

わけですから、だから、あそこもあるじゃないかと。南側だって残骸とかいっぱい

置いてあったやないですか、今まで置いてあるのかな、撤去したんかな、あれ、そ

ういうのもあってね。 

 ほいで、だって第２ヤードの丘陵地だって、いろいろなものが埋まっておったん

やって言うて、それであそこ、広域ごみ処理施設を断念したって経緯もあるやない

ですか。いろんな土壌調査を、中電はやるべきやと思うんですよ。そやないと、市

民の方、安心できないもの、これ。そうでしょう、僕、前から言っておるように、

土壌改良どうなんですかってずっと言っておるけれども、それは中電さんがやって

くれるんだという話でしたけど、だったら、先に中電さんきちっと土壌改良をやっ

てもらわないと、これ。 

 それと、この前、髙村さんも言うておったけど、変電所やってあと１０年後に撤

去するという話もあるんだったら、そういうことを踏まえた都市計画ということを

考えなあかんし、あそこ、都市計画、考えるんやったら。 

 だから、そういうことを総合的に考えていかなあかんのに、野球場を、副市長言

うように、野球場も撤去せなあかんもんで、すぐやらなあかんのですよというそう

いう論法では、誰もそんなもの納得しません、市民の方々。普通に考えるとそうじ

ゃないですか、だって、この油漏れの件でも僕ら怒られたんやでね。おまえら知っ

ておったんやったら早よ言わんかって、そんな大事なことって言うて。いや、僕ら

も初めて聞きましたって言うてんやけどさ、そんな状態です、今、市民の方々の反

応というのは。 

 もう少しきちっと、だって、野球場、あそこへ持っていくってこと自体も相当ク

レームが来ているのに、もうちょっと土壌管理ちゃんとせよというのも、そういう

油漏れもあるんやったらちゃんと言えよと。僕らも初めて聞いたって言うても、僕

らみんな知っておると思うんさ、市民の方々は。議員はみんな知っておると思って

おるでね。僕らが迷惑です、ほんま、あなた方が情報を出さないことに対して、相

当迷惑しておるやで。それを分かってくださいよ、課長。まずは市民の方々にきち

っとした説明、これがまず先ですって、きちっとした説明を。 

○南委員長  答弁をいただきます。 

○三鬼政策調整課長  その油漏れの件で御説明をさせていただきます。 

 たしか、記憶は何年って言えませんけど、確かに油漏れに関しては、第１ヤード



－３６－ 

で油臭があったということは、過去の定例会での答弁や委員会でも発言をさせてい

ただいたふうに記憶しておりますので、そういうことも含めて、確かに土壌改良が

必要なところは、その汚染物質によって程度がございまして、それは中部電力が県

の環境室、そちらと指導の下、適切にやっていくというルールがございます。 

 今回の第１ヤードの油漏れは、現状、私たちが聞いているのは、その調査をしな

いといけないぐらい各所にあるということで、それも含めて、令和３年度にその油

漏れに対する対応方法や流出の防止とか、各講じることを調査するために令和３年

度必要で、令和４年度以降にするというのが現状でお聞きしておりますので、やは

り安全に使っていただくためには対策をしなければいけないというふうに、私たち

も中部電力様にも申し上げておりますし、それも含めて、中電電力は対策を講じて

いただけるものと確信しております。 

○奥田委員  しつこく言うつもりないんですね。いや、課長、もうちょっと市民

目線になってください、市民目線に。あなた、市民目線になっていないから、本当

に、どこを向いてやっておるのか知らないけれども。 

 だって、これ、今見ても、令和３年度中に令和４年度以降の対策を講じるための

調査をするって言っているんでしょう。まだまだ、これ、せなあかんやないですか、

調査を。ほんで、こういう油漏れがあったら当然、第２ヤードはそうでしょう、発

電所跡もそうでしょうって普通に思いますよね。だからこそ調査を、当然、僕は土

壌改良、必要だと思うんですね。 

 今ある野球場のところ、あそこは大丈夫やと思うけれども、ただ、市民感情とし

て、仮にあそこへ今の野球場を、あそこにある火力にある、あれを整備するってな

ったとしても、じゃ、その周辺どうなのと、そのタービン建屋はどうやったの、煙

突のところどうやったのと。当然、やっぱりそこが土壌改良どうなのか、土壌改良、

僕、必要やと思うけれども、当然。その土壌調査とか、これ、きちっとしてもらっ

て、変電所の跡とかも、これ、どうなのか、１０年後撤去するという話もあるし、

そういうことも含めて、やっぱりきちっとした情報を市民の方々に提供するという

意味で、やっぱり最低限そういういろんな調査が出た段階で、こういう都市計画決

定すべきですよ。 

 今、土地計画決定して、どうするんですか、こんなこと、これ。順序が、僕、全

然逆というか、結論ありきでばんばんいっていく、市民を完全に無視してやってい

く。これで市民が、こんな市民不在で、加藤市政ずっとこの４年間そうでしたけど、

こんなので市民が納得すると思います、課長。市長に聞こうかな。 
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○三鬼政策調整課長  確かに委員おっしゃられるように、私たち、行政を進めさ

せていただく上では、市民の方、議会、議員の皆様に御理解いただいて進めさせて

いただくのが、最低、努めなければいけないことですし、１点、今、おっしゃって

いただいたことで、一つだけこちらも認識を述べさせていただくと、変電施設が、

１０年間は契約が残っているというふうな理解で私たちも認識しておりますが、そ

の後どうなるかについては、私たちも中電との話合いの中では聞いておらないとい

うのが現状の正しい情報でございますので、それは御認識いただきたいのと、やは

り撤去工事を進めていく中で、発電所跡地はもうほぼほぼいろんな調査も終わって

いるということで、現時点で私たちはそこに関しては油漏れの情報は得ておりませ

ん。ですので、第１ヤードが深刻なというか、油漏れが発見された状況ですので、

発電所本体につきましては、冒頭に申し上げましたように、広域５市町のごみ処理

施設建設に向けて、４市町から強く求められている交付金獲得のスケジュールも含

めて、都市計画決定を前提とした基本計画策定を進めさせていただきたいというの

が、今回のお願いでございます。 

○髙村委員  聞きたいことが２点ほどありまして、基本的な考えから言いますけ

ど、先ほど奥田委員言われた市民本位というのは、それ、一番ですよ。それを言い

ておきます。そいで、市長にお聞きしたいのは、この築山とか野球場、絵を描いた

ときに、私の耳に熊野市長の意見も大分参考にされてもろうたというのを聞いたん

ですけど、本当ですか。こういう絵を描いたときに。 

○加藤市長  あれする場合に、要は５市町で最終的に野球場を移転するときに、

その際にどの場所かということについては、我々としては中部電力の跡地というこ

とを考えているというところからスタートしている……。 

（発言する者あり） 

○加藤市長  我々が、まだね。そのときに熊野市長からの話というのは、やはり

これは当時８億、全部で今上限額を８億４,０００万か５,０００万で設定されて、

それをもう実費で、要するにそれぞれの単費で使うというのは、いかにして交付金

を使いながらこの経費を安くしていこうというようなお話も、御意見として熊野市

長からいただいていました。 

○髙村委員  そいで、私は間違っているのはよく考えてくださいよ。あの中電の

敷地内でどういうことを尾鷲市はするか、交流人口をたくさん取って、尾鷲市の町

が潤うようにするわけです。熊野も、そう考えておるんですよ。熊野の意見をもろ

うたんでは、ちょっとでも尾鷲市が魅力なかったら熊野に泊まる人は増えてくるん
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です。それをまず基本に考えて、自分らの町は自分らでどうしたら少しでも人間が

来るのか考えなあかんと思う、それが基本だと思うんですよ。 

 そいで、その結果、野球場を造って、築山をここへしたら、尾鷲の魅力である海

が全然見えない。ほいで、この東の海岸のところにはホテルがいいと言うて、５階

建てのものがもし建つとすれば、見えないわけです。私は、それよりも中川沿いの

一番右の入り口のほうにホテルを建てて、津波が来たらそこへ逃げられるように、

どうせホテルを建てるんやったら、そこまで考えてこそがやっぱり市長だと思うん

ですよ。そういう案をみんなと話しせなあかんと思う。 

 ほいで、これ、言いとうなかったんやけど、最初、野球場と言うたら、私が一番

先に言うたの覚えていますか。 

（「覚えています」と呼ぶ者あり） 

○髙村委員  それが、市長の答弁では、私の頭にはゼロ％ですって言うたもんで、

最初からなかったんです、市長の頭にはね。ほいで、３週間して、ええ場所が見つ

かりましたでって言うもんで、どことって思ったら、野球場ですって言ったもんで、

僕は開いた口が塞がらんぐらいがくっとしましたよ。何で議員の言うたのを、１％

でも２％でも持っています、髙村さんの意見を頭に入れておきますと言うてもらわ

なんだと。そいで、この野球場とか築山の絵を描いてきたんやって、一番最初の入

り口を間違うておるんやで。私の言うたように、こういうことも考えられるという

ことを、もう一度白紙から考えてくださいよ。それを要望します。 

○加藤市長  このＳＥＡモデル計画の中部電力跡地の、交流人口を高めるがため

のいろんな構想というのは、今現在、考えているところでございます。 

 これはさておいて、最終的に、現野球場を広域ごみ処理施設の建設予定地とする

ということに決定させたい。当時は、やはり中部電力の跡地でできるであろうとい

うような話で一応済んでいたんですけれども、紆余曲折がありまして、いろいろも

あって、最終的にはそうなったという経緯がございます。そういう話でございます。 

○髙村委員  当時であっても、やっぱり中電の敷地内、ほいで、４市町のお金の

かからない場所、ほいで、最後は津波の来ても廃材ら燃えない場所というと野球場

しかなかったと思うので、僕は提案したんですよ。そこを考えてもろうてないとい

うのは、残念に思いました。 

 以上です。 

○内山委員  僕は、スポーツ競技としては水泳なんですか、身の回りに同じ子育

てをしているメンバーの中に野球だとかサッカーだとかしている保護者の方もいっ
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ぱいいらっしゃいまして、その中で一番よく聞くのが、今の野球場の利便性ですね。

やっぱり車に当てないように駐車場でキャッチボールを、ウオーミングアップをや

ったりとか、そういう工夫したことをやっているので、代替野球場に求めるものは、

その利便性をもっと高めてもらう新しい野球場が必要だと思うこと。 

 それと、もう一つは、やっぱり津波浸水域だと騒がれていますので、やっぱりそ

こは心配になってくるところもあるんですが、築山と、それ以上にもっと防災の取

組を示していただければもっと安心してくれると思いますので、その考え方をお示

しください。 

○加藤市長  確かに４.５メートルの海抜の中で野球場を造ると、そのための防災

に関するいろんな手法を考えていかなきゃならない。 

 まず第一に考えた築山を、まず一時避難場所として、同時に、やはりこの分につ

いては、尾鷲であれしています、標語となっております、「津波は、逃げるが勝

ち！」って、そういう野球場からの避難経路です、そういったものもきちんと考え

ていかなきゃならないということや。 

 そのために、私としては今回の場合の基本計画をつくらせていただいて、早く着

手したいと。そのためにも、今年度中に都市計画を決定していただきたいと。こう

いうスケジュール的なものも含めまして、そういう形で進めていきたいなと思って

おります。 

○内山委員  よく分かりました。 

 市民の皆さんに安心をもっと理解していただけるように、周知のほうも情報提供

のほうもよろしくお願いします。 

○三鬼政策調整課長  先ほどの内山委員様の質問の中で、いわゆる現在の野球場

の使い勝手が悪いところも次へ生かしてほしいというお話でしたので、それも含め

て、今回、都市公園事業として整備させていただけるエリアの中でどのようなレイ

アウトが組めるのかを、基本計画の中でできてからの使い勝手のよさも含めて、可

能な限り議論はさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○野田委員  いろいろ話を聞かせてもらう中で、議員はＳＥＡモデルにも協議会

にも入っていませんし、ちょっと不透明なところがあるんですけれども、理解しづ

らい部分があるんですけれども、中電との関係が市長の対応ってほとんど見えてこ

ない中で、今、Ｓの部分は築山を造って、野球場、ここへ持ってくるだけの話をや

られておるわけですよ。そういう急いでというか焦ってやるという、この年度末で

どうこうということを言われますけど、僕は、これ、非常に心配です、そういうや
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り方されたら。もっと深掘りしてもらって、市民が納得するようなことを方向でや

ってもらわないと、こんなやり方で急いでするようなことじゃないです、あんな。 

○加藤市長  今回のこの広域ごみ処理施設を５市町で一応運営し、行っていくと

いうことについては、令和１０年にスタートさせようというような方向で進んでお

ります。 

 この件につきましては、これは要するに尾鷲の市民の方々も、やはりこういうご

み処理施設をきちんと広域で造らなきゃならないなということについては、私は認

識はしていただいていると。毎年毎年、現に清掃工場でかかる多額の修繕費等々を

補えるような、そういう施設というものは早く造ってくださいというようなお話は

もう聞いております。 

 今回の場合のこの分については、要するに代替野球場、そのために広域ごみ処理

施設の建設予定地にそれを造るためには、どうしてもやっぱり野球場についての代

替地が必要であると。それを、要するに、広域ごみ処理施設が着工する、要するに

取壊しをする前に、やはり移転をしなきゃならないということなんです。 

 全体的にしますと、全体的な一応のＳＥＡモデルのＳ部分のゾーニング計画とい

うのは、一応御説明させていただいた形で、それを具体的に、今、取り進めており

ますけれども、まだ御報告していないのが現状でございます。 

 今回は、スポーツ振興ゾーンにおける具体的な方法を御説明させていただいて、

今回の場合には、特に、広域ごみ処理施設を建設するに当たって、この代替野球場

を早く建設させていただきたい、そのための基本計画を早くつくらせていただきた

いと。 

 それは何でかというと、やはり早くつくるという、早く移転するということと同

時に、有利な交付金なりをきちんと活用させて、要するに費用を軽減させていきた

い、こういうことで今回御提案させていただいております。 

○野田委員  有利な交付金って言いますけれども、先ほどからこういうのは分か

らない状態の中で、まず一つはきちっとした設計が見えてこない、１点。 

 ほいで、中電との関係がどのようになっているのか。この、今、２番目に中部電

力三田火力発電所以外の用地、想定金額１０億円とか書かれていますけれども、こ

ういうところも、きちっと中電と、ＳＥＡモデルか分かりませんけれども、話を詰

めてどのようになるかというものをまずきちっと明確にしてやらないと、これを造

ったらいいという問題じゃないんですよ。 

 ほいで、野球場と広域ごみ処理施設の建設に、タイム的、時間的ずれが生じるか
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も分からないけれども、きちっとしたイメージというんですか、やり方をきちっと

して市民に説明することがまず大事なことであって、慌てて急いで、加藤市長の実

績になるか、公約か実績か分かりません、なるか分かりませんけれども、こういう

ことを焦ってやって、この数か月か何か月か分かりませんけど、そこら辺をきちっ

と明確に示すことが、僕はこれは大事なことだと思っています。 

 まあ、これ、繰り返しても、僕らどうこうということは言えませんので、その中

電さんとの話も途絶えてしまっておるとかそういうことを聞くと、本当にこれでい

いのかという気持ちが僕は持っています。その点どうですか。 

○加藤市長  中電との交渉については、ずーっとこの方、２年以上やっておりま

す。やっていますけど、お互いの意見がうまくかみ合わないところもありますので、

これからどんどんまだ交渉もしていきたい、こう思っております。 

 今回の話につきましては、何度も申し上げますけれども、広域ごみ処理施設をス

タートさせるための、代替野球場を造らせていただくための基本計画のため、早く

スタートさせていただきたいということでございますので。 

○野田委員  この２番目のほうの土地改良の部分がある、こういうところは中電

さんにはお聞きしたんですか。中電が全てという。 

○三鬼政策調整課長  中電とは、土地の活用やいろんなところは定期的に話をさ

せていただいておりまして、現在の第１ヤードも、例えば企業進出に当たってお話

があるたびに現地を御案内したりする中、現状の油対策が必要だということも説明

しながら、きちっと連携は取って、中電の情報も私どもの情報も相互に協議はさせ

ていただいておりますので。 

○野田委員  そしたら、この想定金額１０億円要りますけど、どうこうという話

のほうは詰めているんですか。その点、どうですか。 

○濵田政策調整課長補佐兼係長  現状、第１ヤードにつきましては、先日別件の

案件で見てきたんですけど、現状３メートル下がっている状況です。３メートル下

がっている状況の中で、中部電力としては、元の道路の位置までは埋め戻さないと

いうお話をいただいていますので、それからすると約３メートルの土砂を埋めない

といけない。そうなると、その場で話があったのは、山一つ崩さないといけない、

土砂が要るという話まではその場で確認させていただきました。 

○野田委員  山一つ壊すというか、潰すということだけの話ですか。ここをどう

いう形にするとかも、まだないわけですか。分からないもんで、聞くんですけど。 

○濵田政策調整課長補佐兼係長  現状のままで進出される企業に渡すという話を。 
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○小川委員  前の委員会のとき、髙村委員のほうから小原野では駄目なのかとい

う話ありましたけど、その点はどうなんですか。 

○三鬼政策調整課長  確かに、先ほど資料の中で尾鷲市立運動場も含めて、いろ

んなところに面積を当てはめたことはございまして、その中でも、小原野は残念な

がら活用できる土地に当てはめてみると、野球場の形に収まらないということです

ので、そういう御理解でいただきたいと思います。 

○小川委員  最後に１点だけ。 

 その野球関係者の方に、内山委員も言われましたけど、その意見というの、まだ

いろいろあると思うんですけど、理解は得られておるのかどうか、それだけ。 

○下村副市長  まだ広報になる以前の問題なんですけど、野球場を火力構内へ移

転するということについて、体協会長、軟式野球連盟の理事長、軟式野球連盟尾鷲

支部の会長、それと、スポーツ少年団の代表の方に御意見をお聞きしましたところ、

施設が新しくなるのであればと。それと、現在の用地は日影になるのが早いという

ことで、冬場、寒いのでということで、それが解消できるのであればというような

御返事はいただいております。 

○仲委員  先日の委員会にも私はいろいろ説明をしたつもりなんですけど、この

今回の題材の野球場については、令和２年の１１月１０日に、おわせＳＥＡモデル

構想の中間報告で執行部から説明がなされています。配置図とスポーツ振興ゾーン、

野球場の諸元と、それから、今言われる築山ですか、これについては出されておる

んです、説明もされています。今回、初めてこの議会に出されたものではないんで

すね。 

 それで、もう一度言うと……。 

（発言する者あり） 

○仲委員  そうなんですよ。初めて出されたものじゃないんですよ。 

○南委員長  発言を進めてください。 

（「それ、決定ではない」と呼ぶ者あり） 

○仲委員  うん、決定ではない、説明されておると。 

 それから、今回、臨時議会で、２月１０日に東紀州の組合設立の協議の議決がさ

れておると。これ、議決がされたということは、焼却場が議会で承認されて、五つ

の、進めるという意思表示を出したってことですね。 

 そうすると、今までのスケジュールで行くと、令和６年度に焼却場が、令和６年

度に造成工事を含めて解体をしたいと、新野球場を。私は一般質問で、解体、着工
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を焼却場の着工のときぐらいは新野球場をできているか、新野球場が着工されてい

ないといと駄目ですよという、それは市長から回答いただきました。 

 ということは、補助事業を取るということは、やっぱり急いでせんならんですよ。

悠長にやっておれません。そんな、５市町で既に焼却場をやるという決定を出して、

新野球場を造るのに遅れたもんで待って、それは説明できません。補助事業を取る

ためには急いでやるというのは、本来の姿勢です。 

 今回、説明いただいた第１ヤードと尾鷲市運動場の比較検討の中で、いずれもこ

れは無理やという執行部の説明ありましたけど、ほかに新野球場の立地ができると

ころがないのか、それでもってこうしかないかということを明確に御説明ください。 

○三鬼政策調整課長  私ども、広域ごみ処理施設が野球場に行くというときから、

相当長く議論させていただいた中では、野球場の面積が足りるところは、現在のと

ころ中部電力発電所構内、ここ以外に面積で足りるところはございません。 

○仲委員  そうであれば、悠長に構えておって、どれだけ考えたって実施場所は

ないですよ。ということは、限られた時間に議会もそれに対応して、やはり慎重な

審議をすべきだと思うんですけど。 

○南委員長  他にございませんか。 

○奥田委員  仲委員の発言、反論するわけじゃないんですけどね。反論はしませ

んけど。 

 悠長に構えておったらあかんと、それ、よう分かるんですけど、早よせなあかん

と。ただ、その令和２年１１月１０日に説明を受けています。ただ、僕、平成３０

年の、遡るで申し訳ない、平成３０年２月１６日、今から３年前、発電所跡に持っ

ていくと、その後も市長は万の一のことがない限り、だからもう１兆分の９,９９

９億９,９９９万９,９９９の確率でやると、あそこで。ということで、計画として

令和７年稼働だったんです、７年。今日聞いておると令和１０年と言うもんで、一

部事務組合が、市長の責任って重いと思うけれども、議会も発電所跡でええってほ

とんどの方言われておって、今になってまた野球場ったら野球場でええやないかと、

そういうふうな発言も僕は無責任やと思うんですよ。発電所跡が最適ですって言わ

れた議員の方もいらっしゃった、誰とは言いませんけど、言われておって、今はも

う野球場でいいですって。そういうのも僕どうかなと思うんやけど、一貫性がなく

て。 

 その令和７年の稼動って言うておったのが、もう一部事務組合も１年も遅れて、

去年４月に本当は事務組合、設立せなあかんかった。この１年延びたことに、どれ
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だけ無駄な税金が使われているか。これ、５市町から１人ずつ来てもろうて、ほか

の４市町から来てもろうてやっておるじゃない、その人件費だけで物すごいですよ、

これ、１年間、各市町で考えたら。 

 それで、相当、これ、無駄な税金を使い、労力を使い、時間を使い、しているわ

けですよ。これ、誰の責任かって、僕、市長の責任やと思うんやけど、加藤市長の

ね。議会も悪いと思うけど、これ。発電所跡でええと言いながら、できなんだんや

でね。議会も悪いですよ、私も含めて責任を感じなあかんと思うけど、ただでさえ

遅れているわけですね。遅れておって、もう今野球場ということで、候補地という

ことで今進めるってことで、一部事務組合設立になった。ただ、まだきちっとした

説明って、このまま行っていいのかなって感じするんですよね。遅れたから早よせ

なあかんのやって、遅れた責任は誰にあるのと。市民から言わせれば、無駄な税金

を使って遅れておったのは誰の責任なのと。早よせなあかんのやと言いながら、説

明も中途半端な説明しか受けずに、行くんかいということに対しても、僕らに説明

をようせんしね。 

 だから、そういう意味で、市長は、僕、万に万に万の一のことがない限りという

ことを言われるけど、猪突猛進というか、あわてんぼうなんか知らんけれども、ど

ーっと走っていきますよね。発電所跡ってなったらだーっと走っていって、あかん

となったら、今度、野球場ってなったら、野球場、決めた、行け、どーっと。何か

中途半端な拙速ですよ、僕に言わせれば。もうちょっときちっと、さっき仲委員言

われたような慎重な議論、慎重な考えで進めたらええのに、ここってなったらここ、

どーって行く、強引にどーって行ってしまう、こういうやり方が、結局、無駄な税

金を使ってしまっているわけですよ。結局、いろんなことをしていって、野球場っ

てことになって、その移転とかあるもんだから、令和７年稼働が令和１０年になっ

てしまったんやと思うけれども、だから３年も遅れてしまっておるんでしょう、当

初の予定からもう。だったら、もうちょっときちっと慎重な議論せなんだというこ

とを肝に銘じて、同じ轍を踏まんように慎重な議論されたらどうですか。 

○三鬼政策調整課長  確かに中部電力跡地から始まった広域ごみ処理施設の話は、

そのときそれぞれで真剣な議論をなされた上で、こういう経緯になったというふう

に理解しております。 

 やはりその上で、現時点で現野球場候補地として５市町がそろって、令和１０年

４月を目指していこうという決定をされた上では、現時点で何が一番いいのかとい

うところを足元を見詰めて考える中で、私たちはやはり広域５市町の一つの方向性
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である令和１０年４月の開設に向けて、やはり市民や町民の負担ができるだけ少な

いような社会資本整備交付金の獲得を、一つの命題として各市町からの意見として

もいただいておることから、やはり尾鷲市民の土地であるところですることも踏ま

えて、私たちも最大限、尾鷲市民にとって一番いい形を考えつつも、広域５市町の

協力も得ながらするために、やはり、今、時間をかけて議論をすべきという御提案

ですけど、今のところやはり広域５市町での統一した見解をなすためには、やはり

令和３年度に基本計画を策定し、都市計画決定をいただいて、進めさせていただき

たい、それが今のところ一番いい方法ではないかというふうに考えております。 

○楠委員  先ほど市長が、今年度中に土地決定をするんだと言ったんですけど、

その決定までのスケジュール、教えていただけます。 

○三鬼政策調整課長  今年度というのは、令和３年度という意味と御理解くださ

い。私ども……。令和３年度。 

（「次年度」と呼ぶ者あり） 

○三鬼政策調整課長  次年度という意味の、今年度ということで御理解ください。 

 基本的には、現在、建設課が都市計画決定、都市計画審議会の担当でございます。

私たち建設課や、三重県の建設技術センター様ともいろんなお話をさせていただい

ている中で、やはり今回御提案申し上げしている、いわゆる都市公園整備事業の基

本計画、これの策定が先決でございます。 

 それで、ある程度得られた情報を基に都市計画審議会に諮らせていただいて、そ

の中で、前回の委員会で楠委員からも、通常２年からそれ以上かかるものが普通だ

というふうにおっしゃっていただきました。建設課もそういうところが通常かもし

れませんが、今回、やはり社会資本整備交付金を一刻も早く活用して早期に建てる

ためには、その短縮についても、関係機関、いわゆる三重県や関係機関と精力的に

相談しながら、短縮できる方法を今模索しているという状況でございます。 

○楠委員  大体概要は分かるんですけど、もう少し落ち着いて話しすると、都市

計画決定するんやと都計審は１回じゃ済まないですよね。それと、個別計画をやる

ってのは、それは別に悪いことじゃないんですよ。その上位計画も何も決まってい

ないのに、何で慌ててやるの。総合計画も都市計画マスタープランもまだできてい

ないんでしょう。上位計画ないのに、勝手に個別計画が動けるんだというふうに、

尾鷲市はそういう行政をやっているわけと思うんですけど、その辺、どうですか。 

○三鬼政策調整課長  やはり現在、本日の夕方にも第７次の総合計画の審議会ご

ざいますけど、現時点では年度的な第６次総合計画を基本として考える中、都市計
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画マスタープランも、現行の中で次を見直しを、今、先日も委員会で御説明があっ

たように、検討しております。 

 ですので、やはり現在の総合計画、現在のいわゆる審議中の総合計画もまだでき

ておりません状況の中は、現在の第６次計画に沿った形を基本に、その中で尾鷲市

が目指すものを含めた上で、議論をさせていただくべきかなと思っております。 

○楠委員  ６次でも第７次でもいいんですけど、概念図にもまだ６次は落ちてい

ないですし、第７次にしても、今見直しの都市計画マスタープランでもまだ策定途

中で、一応の位置は、拠点としての考え方は落としてあるんですけど、いずれにし

ても、パブリックコメントをもらわないことには前に進まないんですよ。そういう

ことも踏まえて、やっぱりしっかり考えてはいけないのと、先ほど奥田委員は言い

ましたけど、住民説明会も何もしていないうちからこのことだけを急ぐこと自体が、

本当に行政運営として適切なのかどうか、そういうところもしっかりやらないとい

けないでしょう。 

 もう一つ、もっと私が気になっていたのは、私が引っ越してくる前に、今はもう

廃屋状態になっているプールがありますよね、矢浜に。温水プールでしたっけ、ス

イミングクラブか。あのスイミングクラブ、私も聞いた話なので、そこまで確証は

ないんですけど、当時、議会に修繕費用を出したら、津波の危ないところだから否

決されたという話を聞きました。それだったら築山を造ろうが何しようが、今の火

力発電所は津波の場所なんですよね。だからスポーツ団体の役員が、新しくなって

きれいになるからいいやではなくて、市民とか子供たちの安全安心を考えたときに、

本当にそこがいいのかどうか。何か起きたときは、東北の地震じゃないけど、大川

小学校みたいに結局裁判で負ける。それは当たり前の話ですよね。 

 それが、市長が２期もやって３期もやってくれるなら、それはそこで責任を取っ

てもらえばいいだけの話だけど、実際、本当にそこが安全な場所なの、市民のため

に安心安全の場所なのというところもしっかり議論しないと、場所がないからある

からないじゃなくて、なかったら今の市営グラウンド、整備したほうがいいんじゃ

ないですかと私は思うんですよ。距離が足りなかったら、フェンスを高くすればい

いですから。両翼１００メーターなんてなくたっていいわけでしょう、子供の野球

場だから。 

 そういうことも総合的に考えてやらないと、本当に慌てて、いや、この交付金が

出るからどうのこうのとかというお金の話じゃないでしょう。まずは安全安心を考

えて、そこに有利な補助制度があるのかどうかをやらないことには、先走ってお金
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だけ追及してもしようがないですよね。私も補助金がもらえるのなら、それはこう

したことないです、仲委員の言っているように。ただ、もう少し考えなきゃいけな

いことがたくさんあるでしょうということを言いたいんですよ。 

 それが、市民の方が理解してもらえるのかどうか。それはやっぱり市長としての

責任は、市民目線で物事を考えるというのはもう当然の話なので、それを動くのが

あなたたち執行部の話や、職員の話なんだ。 

 だからもう少し、私はやっぱり皆さんに説教をするわけじゃないですけど、もう

少し何か深掘りしたときに、何が抜けていないのか、抜けているのか、大事なこと

があるのか、ないのか、やっぱりそれを整理した上で、ここにやりたいことを書い

ているのは誰でもできるんです、やりたいことを書くのはね。だから、私たちに見

せるのは、こういうことで安全です、こういうことで大丈夫なんですというのを見

せて、市民がなるほどなと納得するものをつくらないと、ここに書いたものだって、

一般質問でも一言言いましたけど、美辞麗句並べるなら誰でもできる、分かります

か。そこをしっかり考えた上で、この事業をやるには私は賛成はしますよ。あの山

奥のごみ焼却場は困ったもんだなといつも思っているんですから。だからもう少し

物事を整理した上で、こういう事業があるので、こういう補助があるのでとやって

いかないと、市民とか安全を置き去りにしてやろうとしていることは、大きな問題

ですよ、これは、ということを一言言っておきます。 

○三鬼政策調整課長  確かに私たちＳＥＡモデル担当させていただいた中、特に

発電所があったところは海抜４.５メートルということで、いろんな事業者様と話

しするときには、津波の可能性についてはもう数十回も話合いをしてきました。 

 その中で、津波があるから活用しないのかというところではなくて、津波の浸水

域ではあるけど、どういうふうにして有効に活用するかというところの中で、知恵

を出し合っていくのが私たちの仕事だと思っています。 

 そういう中、先ほど委員おっしゃられた、いわゆる野球場と築山の関係も、築山

は、確かに築山さえ造れば全て助かるというものではないというふうに私も思いま

すし、だけど、一時避難所として救える命を救ったり、あとは避難経路も含めてど

ういう形で活用もしながら避難対策もするのかというところは、みんなの知恵をい

ただきながら進めていきたいと思っていますので、やはり慌ててしてはまずいこと

も出てくると思いますので、慎重かつ、急いでやらなければいけないことはその機

を逃してはいけないと思いますので、そういう形で気を引き締めてやりたいと思い

ます。 
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○楠委員  今、課長がおっしゃるように、事業としてのそのものは私は否定はし

ないんですけど、やはり安全安心というところで、先に住民説明をして理解をいた

だくのであれば私は問題ないと思うんですよ。目線は、だからあなたたちじゃない

んでしょう、市民でしょう、その後に事業費がどうなるかという話でしょう。事業

費があるから市民じゃないんですよね。本末転倒な話なんですよ。 

 そこを考えないと、だから市民がもう諦めているんです、正直言って、私もいろ

んな人と話をするんだけど、尾鷲市に会いに行ったってどうしようもできないし、

どうでもいいやという人がたくさんいるの。何でそう思われるかということも理解

した上で、やはりいろいろ進めなきゃいけない事業は、市民目線で考えたときに何

が大切なの。税金取るだけが能じゃないんですよ。やっぱり市民の安全とかサービ

スとか、そういうものが最上位になった上で、こういう事業を進めていくというこ

とは大切なので、それはもう皆さん、研修に行ったら教わるのは根本でしょう、そ

こはね。研修所へ行って、そうでしょう。だから、市長が何が言っても、ちょっと

おかしいなと思ったら、市長にやっぱり提言しなきゃ駄目なんですよ。そうじゃな

いでしょうと。それをやるのがあなたたち管理職の仕事ですから。理事でもあって

ね。 

 だから、もう少しここにたどり着く前の考え方をしっかり示してからじゃないと、

私、まだ問題あると思いますので。 

 以上です。 

○加藤市長  今回の話につきましては、野球場の話についても、このＳＥＡモデ

ルの全体のスポーツ振興ゾーンの話についても、まず、その野球場の話については、

私は代替地、その野球場がなくなるんですから、絶対代替地が必要であると、必要

であるからには場所を探さなきゃならない、そのときに適したのが中部電力のこの

跡地、発電所跡地だというところです。その中で、当然こういう浸水域という話の

中で、その中で、やはり避難経路にしろ、避難場所にしろ、こういったものを最大

限考えながら進めていくというのは、当然のことながら、それは最低必要条件だと

思っております。 

 だから、要するに、さっき担当課長が申し上げましたように、事業性ということ

もやはり考えていかなきゃならない。要するに、我々としては交流人口を高めると

いうことの中で、要するにスポーツ振興ゾーンというのは、その中の一つの大きな

要素であると。しかし、やっぱり安全性ということを考えた場合に、どういう方法

があるのかということも含めて、今回、基本計画の中で十分議論してつくり上げて
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いきたい、このように考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○三鬼（和）委員  先ほど仲委員がお話されておりましたように、広域のごみ整

備ということがもう既にスタートしだしておるということを認めたということなん

ですけれども、先ほど市長の説明も分からないでもないんですけど、野球場を造る

のに場所を、大きさとか考えたらあそこしかないと、私どもは津波の面から第１ヤ

ードのほうがいいんじゃないかと、ごみももともとは個人的には大丈夫なんかとい

うとところからスタートしていますよってあれなんですけど、そういった意味では、

津波、先ほどプールのことも出ておりましたけど、津波の心配があったので、でき

るだけ近いところでという、高台に近いところでという発想がありましたもので、

そういった気持ちがありました。 

 ただ、１ページの中部電力という１のアかな、これが中電の見解であるとすれば、

我々がもうどうこう言うあれにないんですけど、ですもんで、この前も言いました

ように、ＳＥＡモデルの中でＳゾーンや何やじゃなくて、実際この事業費について

は都市公園整備ということでやるわけですから、野球場以外でも周りも含めて、や

っぱりこれの条件整備する中で、じゃ、津波とか対策はどうやって、そういうのを

消去法でクリアしていただくということが、我々に対しても市民に対しても理解を

得られるんじゃないかなって。野球場は野球場というんじゃなしに、もう都市公園

として野球場を造る、そういうテニスコートも造るってなったときに、じゃ、築山

もそうですし、築山の強度もこうだということも含めて、先ほどの内山委員のやり

取りの中にも避難コースも造ってということ、そういうやっぱり不安材料を消去し

た上で、それにもって都市公園になると、後にＳＥＡモデルの中にも組み込めると

いうような形でいかないといと、初めからＳＥＡモデルありきできたもんで、議論

も回り道しておったような気もしないでもないので、何がやっぱり一番心配されて、

みんなが危惧するのかということも踏まえた上で施策のつくりをしてほしいな、議

会へそれを説明することで、市民に分かるようにしてほしいなという。今でも、今

日みたいなやり取りやったら、やっぱり浸水域のこととかそんなのもはっきり分か

らんやないかってところ、いつまでも続いてしまうと思うんです。 

 課題は、津波避難のときどうするかということですもんで、野球場はあそこの場

所があって予算さえあれば造れるんですから、そういったこと含めて、我々のほう

にしっかり説明できるような、この都市公園整備事業の都市計画の中で議論をきち

っとしていただきたいなと思うのだけは要望しておきたいと思います。 
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○三鬼政策調整課長  確かにＳＥＡモデルに示された中ではありますけど、都市

公園整備事業という、市民の憩いの場や集客交流人口に寄与するための一つの役割

がありますので、そこで皆様に造ってよかったと言っていただけるような形にする

ためにも、基本計画、整備中も含めて、情報は積極的に提供して、皆様の意見をい

ただきながら、市民の意見もいただきながら議論していきたいと思います。 

○南委員長  他にございませんか。 

○奥田委員  しつこく言うつもりはありません。１点だけ。 

 さっきの市長の発言の中で、その事業性という言葉でちょっと引っかかったんで

すけど、市長、その辺が、僕、市長の考え方はおかしいんじゃないかなと僕は感じ

たんやけれども、行政のやる事業というのは、やっぱり市民の説明というか了解と

か、説明責任は要ると思うんですね。それで、さっき市長言われた、僕、やっぱり

市長の考え方、僕、違うなと思ったのは、市営野球場が今、建設予定地に挙がって

いると、ここでせなあかんのやと。だからもう、その解体が令和６年度になってい

るけど、もう慌てて代替地を造らなあかんのやというふうに、頭の回転が早いんか

もしれんけれども、たたたっと行くのは分かるんです、頭のいい方ですので、市長、

算数も数学も得意やって言われたので。 

 ただ、僕は行政の事業やもんで、まずそこに事業をやるとなるなら、今、住民に

全体で説明もしていない、強硬に反対している方々もいらっしゃる、まずそこを解

決せなあかんでしょう、順番として。行政の事業ってそんなものですわ。やっぱり

きちっとした住民に対する説明をせんと、勝手にどーって進めていくって、それ、

民間でもやりませんよ、そんなこと。後で訴訟とか起こされたら困るから。まして

や行政がそんなことをしませんって、市長。民間でもしないようなことを、行政が

そんなことをしたらやっぱりおかしいと思うもんで、市長のやっぱりその考え方、

こうだからこうだこうだって突っ走っていく、分かるんです、市長、頭の回転が早

いと思うんですよ。もう発電所だ、発電所だ、だーって、今度は野球場、次、これ

だー、ただ、それをやるための説明って、発電所跡のところもそうなんやね、発電

所で万が一の確率がない限りやるんだって言いながら、住民に対し説明も抜けてい

る。だから住民の方はどうなっているんだ、どうなっているんだという。だから、

さっきの楠さんの意見と一緒ですよ。もう諦めというか、もうどないなっておるん

やって言うて、もう私らのこと考えてくれてないやん、尾鷲市はというね。どうな

ってもええわみたいな、そういう諦めみたいなものになってくるわけですよね。 

 それで本当にいいのかということ、尾鷲市のまちづくりを考えた場合ね。だから、
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市長、そこを、僕、頭のいい方やと思うんやけれども、ワンクッション置いてくだ

さい、そろそろ、ちょっと慎重に、僕が言うのもあれやけれども、僕は、ごめんな

さい、生意気なことを言うて申し訳ないけれども。頭の回転が早いのは分かるんや

けど、もうちょっとそこのところ。 

 だって、今年に入って反対者の方々に対しても市長行っていないでしょう。２月

３日の日に、僕、この前聞いた、２月３日に副市長が来たらしいんやけれども、市

長はまた来ますと言いながら、一回も行ってないということじゃないですか。そん

なので、事務組合も許可が下りていって、もうかんかんに怒っていますけど、反対

されている方。そんなので進めていって、これ、後々どうなるのかなと僕は心配し

ているんですけどね。市長、そこのところ、一呼吸置けないですか、僕が言うのも

なんですけど。 

○加藤市長  行政の仕事というのは、事業をどういうふうに考えるかというのは、

事業のその中身だと思うんですけれども、私は事をやること、要するに、それを今

回の場合についても、ＳＥＡモデルについて、ＳＥＡモデルをまた言うとややこし

くなるんですけれども、要するに尾鷲全体として交流人口を高める、そしてもう一

つは、やっぱり市民の憩いの場所がほとんどないでしょう、少ないでしょうと、だ

からそういう場所にきちんとしていただきたいということで、市民アンケートを取

りながらそれをベースに考えて、要するに最終的には交流人口を高めながら、市民

の憩いの場所をきちんとつくろうというのがコンセプトなわけなんですね。そうい

った中で、今回の場合については、要は、全てやる分については、やはり市民の安

全安心、これを常に考えていきながら事業をやるべきだということについては、こ

れは変わりはございません。 

 以上でございます。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、野球場代替地についての審査は終わります。 

 これについては、年度末の臨時会のほうへ基本計画の予算が計上される見込みで

おりますので、また再度、そのときに議論をしていただいたらと思います。 

 ここで、２時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時１９分） 

（再開 午後 ２時２９分） 



－５２－ 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 次に、幼児教育の在り方について、教育委員会のほうの報告を求めます。 

○山口教育総務課長  教育総務課です。よろしくお願いします。 

 それでは、報告事項につきまして、御報告させていただきます。 

 認定こども園の設置に向けた取組としまして、これまで、市民の皆様に御理解し

ていただくために、広報おわせ１１月号から認定こども園についての連載や県内の

認定こども園の視察、また、子育て世代の方への認定こども園を中心とした聞き取

り、アンケート調査などを行ってまいりました。 

 このような情報収集や調査を行う中で、今回、認定こども園の設置に向けた検討

結果についてまとまりましたので、その説明と、教育委員会において、この調査結

果を基に協議された協議内容及び協議結果について、また、総合教育会議での協議

内容について御報告させていただきます。 

 それでは、行政常任委員会資料により、まずは課長補佐より御説明いたします。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  では、行政常任委員会資料１ページを御覧くだ

さい。通知いたします。 

 認定こども園設置に向けた検討とありますが、これまで認定こども園の設置に関

して、調査、検討を進めてまいりました。 

 まず、尾鷲市が運営すると想定した場合としまして、福祉保健課とともに、県や

公立認定こども園を設置している市町に確認などを行いながら、公立の認定こども

園の設置の可能性を調査してまいりました。 

 主な調査項目は、県内の公立認定こども園の状況として、視察や電話にて、設立

の経緯、園の特徴や方針などをお聞きしました。また、尾鷲幼稚園を認定こども園

に移行した場合の想定としまして、職員配置や施設整備などを調査いたしました。 

 次に、民間が運営すると想定した場合としまして、社会福祉法人尾鷲民生事業協

会に対し、運営主体となる可能性を調査、聞き取りを行いました。 

 主な調査内容としましては、１回目は、認定こども園の概要の確認や、確認事項

の聞き取りとして、設置基準、職員配置状況、現在の保育士の幼稚園教諭免許の保

有状況、１号認定幼稚園利用対象の児童の受入れの可能性などについての聞き取り、

また、制度上の確認として、同一法人による認定こども園と保育園の運営の可否、

１学級における職員人数などの確認を行いました。 

 ２回目は、１回目の確認事項の確認や、また、制度上の確認などを再度行いまし

た。 
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 次ページを御覧ください。 

 認定こども園の各タイプ別による制度上の一覧となります。 

 まず、設置主体ですが、タイプは、その設置主体が何であるかにより決まってお

ります。 

 幼稚園型は、国、自治体、学校法人。幼保連携型は、幼稚園型の国、自治体、学

校法人に加え、社会福祉法人が対象となります。保育所型については、制限はござ

いません。 

 次に、職員の要件ですが、幼稚園型は、満３歳以上は幼稚園教員の免許と保育士

資格の併用が望ましいが、いずれかでも可であり、満３歳未満は保育士資格が必要

となります。 

 幼保連携型は、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方を持つ保育教諭であること

が必須であります。 

 保育所型は幼稚園型と同じで、満３歳以上は両免許資格の併用が望ましいが、い

ずれかでも可、満３歳未満は保育士資格が必要となっております。 

 次に、教育・保育の内容ですが、認定こども園は、いずれのタイプであっても国

が示す幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて、教育・保育がなされま

す。そこには、幼児教育において育みたい資質、能力として、知識及び技能の基礎、

思考力、判断力、表現等の基礎など３本柱が明記されており、これらの３本柱を５

領域、健康、人間関係、環境、言葉、表現を通じて育んでいくこととなります。 

 また、そうして、幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の具体的な姿として、

健康な心と体、自立心、協同性、道徳性、規範意識の芽生え、社会生活の関わりな

どが明記されております。 

 なお、幼稚園は、幼稚園教育要領、保育園は保育所保育指針という国の指針に基

づいて運営されておりますが、現在、その内容は、この幼保連携型認定こども園教

育・保育要領と同様のことが書かれており、満たす内容は同じであります。 

 認定こども園設置に向けた検討についての説明は以上です。 

○山口教育総務課長  次に、認定こども園設置に向けた検討結果を説明いたしま

す。 

 ３ページを御覧ください。 

 資料３の２、認定こども園設置に向けた検討結果としまして、まずは本市の幼児

数の現状等についてであります。 

 本市の幼児数は下のグラフのとおり減少しており、この状況は今後も続くものと
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予想されます。平成１７年では１,０８７人、令和２年度では５５９名まで減少し

ております。 

 本市で認定こども園を設置する一番の目的は、幼稚園児数の減少により幼児教育

に重要な集団生活、集団行動などを行うことが困難な状況となることから、一定の

集団規模を確保し、集団での活動を行うことができる認定こども園で幼児教育を行

うことであります。 

 幼児教育には一定の集団規模が必要なことから、これまでの幼稚園児数、いわゆ

る１号認定の数と、保育園児数、いわゆる２号認定の数の構成比からすると、１号

認定数が少数であるため、２号認定が多数でないと一定の集団規模が確保できない

状況でございます。 

 参考に、本年２月１日現在の園児数は、幼稚園児、つまり１号認定数が１５人で、

幼児数全体に対する割合は６.１％。保育園児、つまり２号認定数は２２９人で、

９３.９％。これが、２月１日現在の来年度の募集状況を見ると、幼稚園、つまり

１号認定数が９人で３.８％、うち５歳児が７人、４歳児が２人でございます。保

育園児、つまり２号認定数は２３１人で、９６.２％という状況でございます。 

 次に、尾鷲幼稚園で認定こども園を運営すると想定した場合について、別紙資料

を御覧ください。通知いたします。 

 これは、尾鷲市が認定こども園を運営すると想定した場合の内容でございます。 

 まず、時間、休日でございます。 

 ２号認定は、保護者の方が働いているなどの保育を必要とする事由により、平日

は７時半から１７時３０分、土曜日が７時半から１２時までとしております。休日

は日曜、祝日、年末年始となります。 

 １号認定は、平日９時から１４時までとなります。休日は、土曜日、日曜日、祝

日、夏休みなどの長期休業期間となります。 

 次に、園児数になります。 

 ３歳児、４歳児、５歳児、いずれも１５人程度で、内訳は、１号認定である幼稚

園児部分が５人程度、２号認定である保育園児部分が１０人程度、全体の園児数は

合計４５人程度と想定いたしております。 

 いずれも１号認定を５人程度と想定した理由は、先ほど御説明したとおり、来年

度の募集の幼稚園児、つまり１号認定が２人となっておりますので、そのことから

も５人程度の設定といたしました。 

 また、２号認定を１０名と想定したのは、集団活動を行うためには一定の集団が
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必要であることから、新設するには同学年で１０人程度は確保したいと以前からも

申しております。このことから、２号認定を１０人とし、１号認定が５人を下回っ

ても、２号認定が１０人確保できれば、１号、２号合わせても、最低集団に必要と

してきた１０人は確保できる人数として設定いたしました。 

 次に、職員配置ですが、先ほどの園児数に必要な職員は、園長１名、副園長兼保

育士１名、保育士（教諭）が５名、用務員１名となり、合計で８名必要となります。

また、介助が必要な園児がいた場合の介助員や、土曜日や長期休業期間中の対応の

ための保育士（教諭）や調理員は含んでおりません。 

 また、人件費としては試算したところ、およそ３,４００万円となります。参考

として、現在の尾鷲幼稚園の職員数は４名となっておりまして、人件費としては約

２,２００万円でございます。 

 次に、施設、設備になります。 

 認定こども園の設置基準によると、必要な施設、設備は、職員室、保育室、遊戯

室、保健室、調理室、トイレ、飲料水用設備、手洗い用設備及び足洗い用設備とな

ります。 

 ３ページにお戻りください。通知いたします。 

 次に、尾鷲市が運営すると想定した場合、先ほど別紙資料で御説明したように、

想定する園児数につきましては、１号、２号認定の構成比率のとおり、２号認定が

多数の割合となります。このことから、認定こども園を設置する場合、一定数の集

団を確保するには、１号認定該当者が少ない中、２号認定者が多数必要となります。 

 幼児数全体が減少している中、尾鷲幼稚園で認定こども園を設置する場合、一定

の集団を確保するためには、２号認定者が保育園から認定こども園に移る必要があ

り、幼児を分散する結果となります。 

 ４ページを御覧ください。 

 次に、施設などの検討についてであります。 

 施設などの検討として、現在の尾鷲幼稚園の施設は、認定こども園を設置するの

に必要な保健室が不足しており、また、新たに保育室が必要となるため、施設の改

修が必要となります。 

 次に、運営における費用の検討についてであります。 

 想定する認定こども園を運営するためには、先ほど説明した職員数８人必要とな

る想定であり、園児の教育・保育時間が最大１０時間、土曜日も開園すると職員は

シフトを組む必要があります。 
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 また、これまで幼稚園では夏季などは休園期間でありましたが、２号認定の園児

は通園するため、これまで勤務のなかった会計年度任用職員や調理員は勤務する必

要があります。 

 また、職員の増員には、幼児教育・保育の経験のある教諭や保育士の確保が必要

となります。このことにより、人件費の増額や施設設備等に係る費用が必要と考え

られます。 

 次に、民間が運営すると想定した場合でございます。 

 民間が運営すると想定した場合の運営主体の検討としましては、現在、本市で幼

児教育・保育を行っている団体は、社会福祉法人尾鷲民生事業協会のみであり、こ

れまで保育園を昭和２３年より運営している経験と実績があります。このことから、

民間で運営する場合、民生事業協会で可能性調査を行ってまいりました。 

 次に、幼児数の検討についてであります。 

 民間である尾鷲民生事業協会が運営すると想定した場合、現在あるいずれかの保

育園から認定こども園に移行することが想定できます。現在の保育園児、つまり２

号認定数に幼稚園児、つまり１号認定数が増えることになりますが、説明のとおり、

今後においても１号認定数は少数であると予想できることから、園児数の規模に関

しては、現在の保育園とほとんど変わりなく運営できることになります。尾鷲市全

体の幼児数が減少している中、現在の保育園からこども園に移行すれば、幼児を分

散するといったことはないと考えられます。 

 次に、施設などの検討についてであります。 

 現在の保育園で認定こども園を運営すると想定した場合、園児数の増加、つまり

１号認定の増加は少数であると予想できることから、現在の規模で運営できると予

想できます。施設などの点において、対応が可能であると考えられます。 

 運営における検討について、現在の保育園で認定こども園を運営すると想定した

場合、先ほども申しましたように、園児数、つまり１号認定の増加は少数であると

予想できることから、職員数はほとんど変わることなく運営できると予想できます。

このことにより、人件費や施設整備に係る費用はほとんど増加しないと予想できま

す。 

 ５ページを御覧ください。 

 以上の検討の結果、尾鷲市が尾鷲幼稚園で運営すると想定した場合、幼児数や施

設などの課題、また、人員の確保や人件費等の増加が予想されます。特に１号認定

である幼稚園児が数人であることから、既に保育園に在園している２号認定である
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保育園児が、認定こども園に多くいないと集団活動ができないといった課題があり

ます。 

 一方、民間である社会福祉法人尾鷲民生事業協会が運営すると想定した場合、幼

児数、施設などの課題や、人員や人件費等の増加はほとんど影響がないと予想され

ます。 

 また、現在の保育園には２号認定である保育園児が在園していることから、既に

集団がつくられており、認定こども園設置の一番の目的である集団活動が成立する

ことになります。 

 また、現在保育園を運営していることから、幼児教育・保育の運営に係るノウハ

ウがあり、令和４年４月の設置を目指す認定こども園の速やかな移行が可能である

と考えられます。 

 以上が、これまでの調査、検討した結果となります。 

 次に、このことを議題とした教育委員会総合教育会議について、協議内容及び協

議結果について御報告いたします。 

○出口教育長  ただいま課長のほうから検討結果について説明がございましたが、

その検討結果につきまして、教育委員会で審議並びに総合教育会議におきまして協

議を行いましたが、そこでの主な意見、結果について御報告申し上げたいと思いま

す。 

 まず教育委員会でございますが、１号認定児はどんどん減少しているので、認定

こども園の想定として、１号認定を５人程度というふうに想定をするのはいい数だ

と思いますが、２号認定の１０人程度はどうやって確保するのかと思う。市が実施

する想定のこども園に各年齢１０人ずつ集めてくることにより、保育園を認定こど

も園に移行させて、そこに幼稚園希望者を入れるのが一番よいのではないか。この

ままだったらいつまでも宙ぶらりんになり、幼稚園もこども園もどうなっていくか

と思うというような御意見がございました。 

 また、仮に尾鷲市で設置した場合、一定の集団を想定した人数を集めるためには、

現在、保育園に行っている子供がこども園に移らないと園児が集まらないのではな

いか。さらに、民生事業協会にお願いをするとしても、今の保育園の看板を書き換

えるだけになるような気がする。そうならないようにしてほしい。 

 尾鷲市で設置した場合、幼稚園希望者が減少していく中で、もし１号認定児がい

なくなって２号認定児だけになったとしたら、こども園が保育園と同じ役割を果た

すことになってしまう。結果として、市が保育園を１園つくったことと同じになる
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が、市としてはどうなのだろうか。 

 視察した園は庭が広くて大変よかった。尾鷲幼稚園は隣に尾鷲小の校庭があり、

もしそこが使えれば広い園庭になる。子供がよく育つし、自由に遊べる場所がある。

もしこういうことが可能であれば、公がするのもいいのではないか。 

 それから、続きまして、総合教育会議におきまして出ました御意見でございます。 

 認定こども園の視察では特徴的な園もあった。そのような魅力ある園になればい

いと思う。認定こども園になってよかったと思えるようなものにしてほしい。新た

な施設を考えるときは、子供にとってどういった施設がいいのか、例えば自然豊か

な環境であるとか、そういったものをつくってもらえれば、公立でも民営でも大き

な差は出ないと思う。保育園が認定こども園に移行して幼児教育を実施しても、質

が落ちることはないと考えている。ただ、教育委員会の手が離れていかないように、

また、声が届くようにしてほしい。 

 そして、この中で、市長からも御意見をいただきました。 

 民生事業協会にお願いをしていくことになれば、教育委員会は一緒になって子供

たちの教育を考えるよう伝えている。こうしたアンケートにあったような、保護者

の願いを尊重し応えていかなければならない。民生事業協会にお願いをするとすれ

ば、お互いに子供の教育・保育に関して責任を持ってやっていく、これは当然のこ

とと思っている。このような意見が出ました。 

 そして、その結果といたしまして、これからの幼児教育を認定こども園に移行し

ていくことにつきまして、尾鷲市で設置をしていくのか、民生事業協会に申入れを

するかについて採決を採った結果、教育委員会としては、認定こども園の設置につ

きましては、社会福祉法人尾鷲民生事業協会に申入れをしていくことを、賛成多数

で決定をいたしました。この決定につきましては、総合教育会議の協議においても、

その方向で一致をしております。 

 また、この話合いの中で、認定こども園の教育内容を充実させていくことが大切

だというふうな御意見がございました。そのために、教育委員会の事務局といたし

ましては、保護者アンケートにある保護者の願いや期待なども大切にしながら、保

護者の方々の期待に応え、また、不安や心配を解消するべく、これから実現を目指

す認定こども園の教育・保育の方針の素案を考えているところでございます。 

 例えば、アンケートの中に、一人一人にきめ細かく行き届いた教育・保育ができ

るかどうか不安であるというような回答を寄せた方が３５％強ありました。そのた

めに、例えば、方針といたしまして、一人一人を大切にする教育・保育といたしま
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して、集団生活の中で一人一人の子供たちの思いや願いを大切にしながら、全ての

子供たちが生き生きと活動できるよう、きめ細やかな教育・保育を進める。 

 もう一つは、集団生活になじめるかどうか不安であるという声も２８％ほどいた

だいております。それから、それとは反対になりますが、多くの園児を集団生活、

集団活動ができるようになってほしいという期待、これも８０％を超えておりまし

た。 

 そのために、方針として、集団の中で子供を育む教育・保育といたしまして、子

供たちが同年代の子供と関わり、気持ちを伝え合い、支え合って生活する楽しみを

味わいながら、心身の発達や主体性、社会的態度を身につけられるよう教育・保育

を進めるというような、そういったような、今、素案を検討している最中でござい

ます。 

 今後、認定こども園の設置を申し入れていく民生事業協会につきましては、本市

の考える認定こども園における方針等をお伝えし、共に協議、連携をしながら、よ

りよいこども園になるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 報告は以上でございます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 教育委員会の認定こども園設置に向けた検討の説明は、以上でございます。 

○野田委員  この資料、今、教育長言ってくれたの、これ、入っていないんです

か。 

○南委員長  いや、入っていないですね。 

○出口教育長  すみません、これはちょっと……。 

○野田委員  まず、入れてもらえませんか、これ。喋っているだけじゃ。 

（「そういうところ、駄目なんだよ」と呼ぶ者あり） 

○出口教育長  原稿のままでございまして、今すぐ……。 

○野田委員  だから、これ、入れておいてもらわないと検証もできませんし、言

うこともできませんわ、こっちは。 

○南委員長  あくまでも委員会録の抜粋を教育長がまとめてしたってことなので、

そのものの……。もし教育長のほうで出せるのであれば、出していただきたいと思

うんですけど。 

○出口教育長  これにつきましては、まだ原稿でございますので、素案でござい

ますので、もう少しこれははっきりした段階でお示しをさせていただくということ

ではいかがでしょうか。 
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○南委員長  今日のところは議事録、議事録云々となった情報開示請求をしてい

ただいたら結構でございますけれどもね。 

 今日のところは、今のこの形の下で説明を求めたと私自身が理解をしております

ので、できたらこの説明についての御意見があればお聞かせ願いたい。 

○奥田委員  教えてほしいんですけど、この資料の３ページ、４ページのところ

で、意味が分からなかったんですけど、尾鷲市が運営した場合には幼児を分散する

結果になる、民間がやると幼児を分散するといったことはないと言うんですが、こ

の意味が分からなかった、意味を教えてもらえませんか。 

○山口教育総務課長  もし尾鷲市が尾鷲幼稚園で認定こども園を行った場合、そ

もそも１号認定と言われる幼稚園児数というのは、先ほど御説明したとおり、来年

度１桁になります。なおかつ、新しく入ってくる４歳児は２名ということがもう分

かっておりますので、先ほど想定の中でも言ったように、１号認定の各３歳、４歳、

５歳は各５名程度と想定しております。それを下回ってくる可能性が高いと、今、

考えておりますが、そこにこども園をつくろうとすると、これまで言ってきた各学

年、年代です、最低１０人は確保しないと集団活動が行えないと教育委員会では従

前から申し上げてきております。そうなると、２号認定である保育園児が１０名程

度、そのこども園に移らないと、集団の活動ができないことになります。ですので、

今、在園してみえる保育園児の方が認定こども園のほうに移行することになります。 

 そうなると、新たな施設のような形でもう一園できて、今、七つ保育園あるかと

思うんですけれども、８個、そういう幼児教育・保育の施設ができて、さらに幼児

を分散してしまうと、幼児数が減っている中、さらに幼児を分散すると。なおかつ

保育園児の移動が必須であるというところが、これに書かれておる幼児の分散とい

う意味でございます。 

 一方、民間がやった場合、現在の保育園から移行するということですので、その

ままの状態で１号認定数名がその保育園に入っていくということになりますので、

そういったことは起こらないということで、そういう記載をさせていただいており

ます。 

○奥田委員  僕は全く意味が分からないんですけど、あなた方、民間に目線があ

るの、今。今の話を聞いておったら、尾鷲幼稚園のほうに園児が増えるのが困るみ

たいな話じゃないですか。ほいで、保育園児が減ったら困るんやて。どういうこと

なの、これ。 

 もともと、この尾鷲幼稚園に、今、３歳児がないということが問題なんやけれど
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も、これ、３歳児がないという選択肢がないから今保育園に行っておるわけなんや

けれども、３歳児をやってくれるという認定こども園があるってなったら、それは

別にええやないですか、尾鷲幼稚園が増えても。 

 何かこれ、前提が、僕は見ておって、今日の資料なんかも想定内の話やもんで、

結論ありきの。絶句するというか、逆に笑えてきましたよ。もう笑いが止まらない

感じなんですけど、僕は。もう想定内やし、書いている内容も結論ありきで、今の

話なんか完全にもう保育園主体やないですか、今。保育園児が減ったら困るんだっ

て、何が困る、それ。尾鷲幼稚園で今あるところに園児が増えたら困るんですって、

何それ。それが教育委員会の考えることなの。どこにあなた方の目線があるんです

か。 

 それで教育委員会、今日、総合教育会議、賛成多数でしたって、結論ありきでや

っているんだからそうなるでしょう、あなた方。市長も入ってやっておるんだから、

これ、総合教育会議なんか。もともと、もうこれで進んでいたからね。 

 あなた方、どこに目線があるんですか。保育園に目線があるの。中心は保育園な

んですか。これ、見ておると、この書き方を見ると、完全に今の尾鷲幼稚園でやっ

たら尾鷲幼稚園のところ、増えたらあかんの、キャパが増えたらあかんのや、それ

だと保育園児が減るので困る、ということは、視点がもう完全に保育園にあるとい

うことなんですか。 

○山口教育総務課長  そういうことではなくて、集団活動、これまで言ってきま

したように、教育委員会では、やはり３歳児、４歳児、５歳児において一番大事な

のは集団活動と申し上げてきております。その集団活動を行うに当たって、民間で

やった場合どうか、公立でやった場合どうかという協議をやってきました。 

 現実、その幼稚園に今いる１号認定の方、先ほど言った、繰り返しになりますけ

れども、もう５人は切ってくるような想定はそうだと思います。そうなると、現在

の保育園から移動しないと、１０人以上の確保というのは、もうこれは不可能であ

るであろうと想定はできると思います。 

 一方民間ですと、１号認定数というのは数名ですので、そのまま移行できるとい

うところでございますので、現実、認定こども園を尾鷲幼稚園でやった場合、移動

が行われるのかどうかというのは物すごく不確定だと思います。 

○奥田委員  課長、僕はそんなこと聞いていませんよ。集団活動、どっちだって

できるやないですか、集団活動。 

 僕、言っているのは、この書き方ですよ。だって、今、尾鷲幼稚園に３歳児がな
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いからということで、３歳から預けたい人は無理して保育園に行かせておるんやろ。

これ、尾鷲幼稚園、認定こども園の形できちっとした幼児教育も含めたものをやっ

てくれるというんやったら、じゃ、３歳から尾鷲幼稚園がやってくれるってなった

ら、行くんですよ、出てくるんじゃないですか、その集団教育に関係ないやですか、

そんなことは。ここに書いてあることを、僕は聞いておるんですよ。 

 主体、どう考えたってあなた方、保育園に、これ、目線がありますよ。この書き

方は完全に。それを僕は聞いている。集団活動とか集団教育とか関係ないやないで

すか、ここは。どちらだってできるんだから。目線がそっちにないですかというこ

とを、僕、聞いているんです。まあ、いいですわ、そんなんやったら、もう。完全

に僕はそうやと思う。 

 それで１個、聞きたいんですけれども、この社会福祉法人尾鷲民生事業協会に認

定こども園を任せるんだと、方向なんです、これ、賛成多数で決まったなんて言っ

ていますけど、保育園も、今、民生事業協会に全部やらせておるわけですね。これ、

認定こども園もやらせるって、全部、幼児教育、この民生事業協会という団体にや

らせると。 

 聞きたいんですけれども、民生事業協会というのは、三重県の中でどのぐらいあ

るんですか。全国でもそうやけど。取りあえず、三重県でどれだけあるの、この民

生事業協会という団体は。 

○出口教育長  これは社会福祉法人でございますので、県内にはたくさんあると

思います。数は把握をしておりませんが、保育園を運営している社会福祉法人はた

くさんあるというふうに思います。 

（発言する者あり） 

○出口教育長  社会福祉法人ですよね。そうです。 

○奥田委員  戦後からある中で、残っている民生事業協会って幾つあるんですか

って聞いているんですよ。三重県で。 

○下村副市長  県内では民間の保育所のほうが断然多いと、件数は分かりません。

紀北町も全ての保育施設は民間になっています。 

○奥田委員  これ、昭和２３年から任せているけど、これ、途中で社会福祉法人

になっておるんかな、でも、これ、純粋な民生事業協会というのはないんですよ。

三重県、ないんです。尾鷲市だけ残っているんですね。昭和２３年からって書いて

おるやないですか。 

 それで、この社会福祉法人というのは御存じやと思うけど、尾鷲市、四つしかな
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いんですよ。社協、長茂会、それから三木里のあさひさん、ほいで、この尾鷲民生

事業協会ね。ほいで、今、副市長は、いや、紀北町も民間がやっていますよって言

っても、でも紀北町は五つか六つなのね。２か所だけ一つのところがやっておるだ

けやけれども、ほか一つずつ、ほかのところ、民間が複数やっておるわけですよね。

競争原理というか、そういうのも働いているし、そういう中で、今、尾鷲市っても

う何回も言っておるけれども、保育園の運営を全部この１か所でやらせておるとこ

ろ、今回も、このＰＴＡも要望していないような認定こども園をやる、これも全部

この民生事業協会でどーんとやる。こんなところ、僕はまずないと思うんですよ。

まずないと思うんですけれども、それ、どうなんですか。 

○下村副市長  尾鷲における保育所については需要があったということで、保育

所が徐々に増えていったということで、それの運営母体が現在のところ尾鷲民生事

業協会、１法人が担ってもらっておるというような状況であります。 

○奥田委員  やっているのは分かっておるんやけれども、ある意味もう独占的で

すよね。独占的にもう全部、保育園もやり、認定こども園もやると。もう尾鷲市の

幼児教育というのは、全部この一つの団体。これ、もう国、県から来ている措置費

とか全部合わせるといろんな事業あります、民生事業協会へ行っている。６億か７

億あるのかな、６億か７億ありませんでしたっけ、副市長、尾鷲市から出ているお

金というのは。 

 じゃ、聞きますけど、今のこの民生事業協会の経営状態とかいうのは、どういう

ふうに把握しておるんですか、経営状態。決算書とかというのはちゃんと入手して、

あれしておるんですか。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  保育所を運営するに当たっては、市町が監査を

しておりますので、福祉保健課のほうが監査をしております。 

○奥田委員  福祉保健課、多分、これ、社会福祉法人やもんで、県のほうの管轄

だと思うんやけれども、市もやっておる、当然市も、大規模なところかな、大規模

のところは監査は県もやっておるんかね。それで、ここの場合は尾鷲市がやってお

るの、監査自体は、じゃ。 

 それで、この前聞いて、福祉保健課のほうに決算書も入手しておるのかって聞い

たら、決算書は入手していないって言うんですよね。その辺、どういうふうに聞い

ています。決算書とかって把握した上で、こういう検討するんやったらどういうふ

うな経営状態なのかとか、そういうことも含めた検討ってせなあかんと思うんやけ

れども、教育委員会のほうとしては、その辺のことは入手しておるの。決算書、入
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手しておるの。入手しておるんやったらええけれども。 

○丸田教育総務課長補佐兼係長  監査をするに当たっては、当然ですけれども決

算書を見て監査をしております。 

○奥田委員  いや、でも、この前、福祉保健課に聞いたら決算書はないって言っ

ていましたよ。入手していないって。言っていました。２８年度ぐらいまではホー

ムページにも載ってたんやけれども、そのホームページに載っていない２９年度以

降かな、３０年度かな、それ以降、決算書の入手はないですって言うんですわ。ど

んな監査しておるんやって僕はこの前言うたんやけど、その辺のところというのは、

教育委員会では把握しているの。 

 いや、当然、これ、検討するんやったら、経営状態とかも把握した上で検討して

いかなあかんわ、そりゃ。そうじゃない、普通、普通そうでしょう、市長。例えば

民間企業ってそうでしょう。あそこと手を組むとかそういうふうな、資本を入れて

いくとかいろんなことが提携ある場合、そこの会社がどうなっているかという分析

ってきちっとしますでしょう。その辺のところ、教育委員会でどの程度しておるん

かな。 

○山口教育総務課長  当然、教育委員会では監査しておりませんけれども、福祉

保健課のほうが監査をしておりますので、その実情は聞いております。 

 その中身については、その決算がどうとかという中身については聞いていないで

すけれども、適切に監査を行っているというふうな話は聞いております。 

○奥田委員  何か言うつもりもないけれども、こういう検討するんやったら、経

営状態とか決算書ぐらい入手しておかなきゃあかんでしょう、教育委員会、違う。

決算書も見ないで、市長、普通、企業が提携する場合、決算書ぐらい取るでしょう、

その相手のを見て検討するでしょう。決算書も見ないで、提携するとかそういうこ

とを考えますか、普通。教育委員会が何で決算書を見てないんですか。福祉保健課

へ確認したら、決算書はないと言っていました。もろうてないって言っていました。

もろうてないって言うていました。担当が言っていました。そしたら、教育委員会

も、今、持っていないって言うんでしょう。そしたら、監査しておるったって、決

算書を見てないって言うて、どんな監査しておるのか知らんけれども。 

（発言する者あり） 

○奥田委員  そうですか。福祉保健課がしておるんじゃない。だったらその辺の

決算書を入手しておかなきゃあかんやないですか。いかがですか、教育長。決算書

も見ずに、これ、検討するの。 
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○出口教育長  我々は、おんなじ市の中で福祉保健課、それから、監査事務局の

ほうで監査を受けて、特に問題がないということですので、我々は同じ市の中でそ

のことを受けて、問題がないというふうに理解をしております。 

○内山委員  私は尾鷲幼稚園の卒園者であり、自分の子供は保育園の卒園者とい

うので、どちらのよさも体験した者の１人としてお聞きしていくんですが、昨年度

に賀田小学校内にあった幼稚園の先生のお話を聞かせていただいたのは、そのとき

の園児数が２名で、やはり集団での行動を大切にしたいということで、頻繁に尾鷲

幼稚園に交流しに出向いていったということでした。 

 このように、子供たちのために工夫し、御苦労されている現場の声を聞くと、や

はり人数、幼児数というのは大切な考え方で、先ほどの報告にもあったように、幼

児数がどんどん減っている中で、子供たちのことを最優先に考えると、現在ある保

育園と連携する認定こども園を開設するのがベストではないかと僕は考えるんです

が、どうでしょうか。 

○出口教育長  幼稚園の入園希望者が大変少なくなってきているというのは、こ

れは私としても大変残念なことでもありますし、なかなかこれがしかし改善が図っ

ていけない。それは、やはり女性の社会進出というものがありますし、それから、

何らかの事情で保育園に子供を預けざるを得ない、そういう家庭もあるというふう

に思います。そういうところがやはり増加をしているんだろうというふうに思いま

して、これは幼稚園そのものの問題ではなくて、社会全体のやっぱり流れの中で、

こういうふうになりつつあるんだろうなというふうに思います。 

 ただ、今、内山委員も言われましたように、今こういう現実というものをやっぱ

り我々はそこに向かっていかないといけないんだろうというふうに思っています。

希望者が本当に僅かになって、もうどうにもならないというふうになってから考え

るのではやっぱり遅いのではないか、幼稚園が教育施設として成り立つのかどうか

ということは、非常に重要なことです。 

 そのために私は、これまでに３歳児の受皿、３歳児の子供たちの受皿を安定的に

継続的にやる方法というものを考えたときに、やはり認定こども園というものを考

えながら、それを実現していくのがよいのではないかというような、そういう考え

でございます。 

○内山委員  先ほども述べられましたように、一人一人を大切にするという教育

を考えてやっていくということでありますので、その辺を大切にしていただきたい

と私は思います。 
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○仲委員  話はちょっと戻るんですけど、先ほど民生事業協会のお話が出たもん

で、誤解があったら悪いもんで。 

 社会福祉法人尾鷲民生事業協会です、ここに書かれているように、昭和２３年に

尾鷲町より保育関係、授産所、保育所の事業の一切を引き継いておるんですわ、お

願いされておるということで、それから、昭和２７年５月２０日に社団法人から社

会福祉法人尾鷲民生事業協会に組織変更許可を県から受けています。 

 社会福祉法人というのは改めて言うまでもないんですけど、社会福祉事業を行う

ことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された、社会福祉法２２

条で定義される広域法人であると。これは非営利団体ですね。いずれも県の認可を

受けています。各保育園についても認可を受けてと。先ほどの話もあったように、

県の指導監査も受けています。社会福祉法人ですから。市の補助金も受けて委託も

しておるという中で、毎年、市の監査を受けていると、これは事実で、そうですね。

そういうことですね。これは確認をしておいてください。 

○濵中委員  さっきから聞いておると、保護者目線とか子供目線がないのが何で

かなと思って考えておったんです。集団生活が大事ということは、もう皆さん理解

しています。私らも、本当に子供のことを思えばということを教育長から解説を受

けて、本当にそれは十分に理解するんですけれども、教育委員会がこれだけ細やか

に発信をして、細やかなアンケートを取られたのに、じゃ、保護者、子供に対して、

民営を望むのか、直営を望むのか、こだわらないのかというアンケートを取らなか

ったのはなぜかなというのがずっと考えております。 

 そこのアンケートを取るのと同時に、それを取られておって、ある程度その辺の

意向が確認できておれば、どっちがやるとかということに対してこんなにごちゃご

ちゃならんで済むんじゃないのかなって思うんですけれども、これから入園とか園

をつくっていくに当たって、改めてそれを取るおつもりはないのか、それの意向を

聞いておって、ある程度こだわらないという言葉をもらっておるのか、その辺だけ

確認させてください。 

○出口教育長  確かに濵中委員の言われることも、理解はできます。ただ、公で

やるか、民でやるかという話について、単に、単にという言い方はおかしいですが、

保護者の意向もちろんあると思いますが、それだけではなかなかこれは決められな

い問題ではないかというふうに思うんですね。今、ですから、課長のほうから御説

明させていただきましたような、いろんな検討を加えていって、我々の結論として

はこうですよという話をさせていただきました。 
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 今後につきましては、また、こういう状況がはっきりした段階で、幼稚園の保護

者の方々も説明をしてほしいということもございましたので、それは説明をさせて

いただくことになると思いますが、今の段階では、このことについてもう一回問い

直すということは、今の段階では考えておりません。 

○濵中委員  教育長、私が言うのも釈迦に説法のような話なんですけど、保護者

の方が民間を望むとか、直営を望むとかいうアンケートの中には、こうだからとい

う言葉が出せるでしょう。そしたら、そこに、直営だったらこうしてもらえるんじ

ゃないか、民間だったらこうしてもらえるんじゃないかという意見が拾えることに

よって、そうじゃない場合のアドバイスができるじゃないですか、違いますか。直

営だったらこうだと思う人に対して、そうじゃないんですよという説明が必要な部

分がどこなのか、やっぱりその当事者にならんと分からんことは分からんじゃない

ですか。そういったことも含めて、御説明申し上げる材料にもええのになと思った

んですけれども、そういうことではないですか。 

 全て、そうやって、今、教育長がそれだけで決められるものではない、もちろん

そうです、行政側の都合もあるのは私らは十分理解しておりますし、私は、皆さん、

こども園には賛成しておるやないですか。保護者の方たちも大方の方が歓迎してい

ましたよ、広報を見てもね。だけど、その中に民間であること、直営であることの

説明は今日初めてされたんじゃないですか、私らも初めて見ましたよね。民間だっ

たらこう、直営だったらこうという情報が、説明会の中では保護者の方にはもうさ

れているんですか。 

○出口教育長  我々は、基本的に認定こども園というのは、国が定めた幼保連携

型認定こども園の教育・保育要領にのっとって行われるということは明記してあり

ます。ですから、これは小学校、中学校の学習指導要領と全く同じで、これはやは

り守っていく必要があると思うんですね。 

（「聞いたことに答えてください」と呼ぶ者あり） 

○出口教育長  それで……。 

○南委員長  また答弁求めてから。 

○出口教育長  それで、私たちは、したがって、公でやると、民でやると様々な

違いはあるかも分からないけど、基本ベースは同じことなんだというふうに考えて

います。 

 それで、保護者のアンケートにつきましても、保護者が認定こども園に期待する

こと、あるいは不安に思ってみえること、そういうものは一応洗い出しをしており
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ます。そういう中で、そのことを生かしながら、いずれにするにしても、認定こど

も園の中ではそういうことを生かせていきたいというふうに考えております。 

○濵中委員  聞いたことを答えてください。 

 私が聞いたことは伝わりませんでしたか。そういう民間であろうと、直営であろ

うと中身には全然差がなくやるんですよという御説明は、保護者は聞いていますか

って聞いておるんです。 

○南委員長  答弁を求めます。 

 もう一度、分かりやすく。 

○濵中委員  言ったか言わんかぐらいは、覚えていらっしゃらないですか。 

 保護者って、自分の子供を預けるのに本当にいろんなことを考えるんですよ。だ

から、いろんな情報が欲しいんですよ。私ももう２０年以上前の子育ての経験です

けど、やはり今でもそれは覚えております。そのときに、説明されたことなのかど

うか、一度聞いて、あーっと安心することができれば、こうやって言ってくれてお

るんやからという思いでお預けするという保護者、私、ないとは思えません。 

 だから、こういうことを聞くことが安心やと思うんですってことを聞いておるん

やから、言うたかどうやったかということぐらいは覚えておってほしいし、説明し

た分ですよって言われたら、聞いていないって、親に説明してありますって私らも

口添えができるんですよ。言うてなくて思っておるだけ、いくら教育者といえども、

３歳、４歳、５歳の子育てのことに関して現職のお母さんほどの思いは私は比べら

れんと思うので、きちんとここの情報が伝わっておるのかどうかを確認したいんで

す。私は、何があかんと言うておるのではないんですよ。子育ての親のことを思え

ば、１個でも情報は多いにこしたことはない。だから、一緒なんですということを

はっきり伝えてあるのかどうかを答えてください。 

○出口教育長  保護者に対しての説明につきましては、公でやると、民でやると

いうことについては、そういう前提なしに認定こども園についてお話をさせていた

だきました。 

（「ということは、言っていないってこと」と呼ぶ者あり） 

○髙村委員  今までの説明を聞いて、はっきり言うて教育界はあかんなと思いま

した。なぜかというと、経過を見て、市民の方は最初、３歳児を入れてくれという

陳情で議会も採択したわけですね。それで、何の執行部も議論も何もしなかったこ

ともありますけど、それ以上に、それを、人を入れておったら、このアンケートを

したときでも票の数は違ってきますよ。まずそれを言いたい。 
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 ほいで、アンケートをしたのは、そういう片手落ちがあるから、２人とかそんな

んになってしまっておんのであって、これは尾鷲の教育、子供らの教育のために、

本当に人に優しい政治をやってほしいと思いますよ。入り口を間違ったら、必ず出

口は間違えています。本当です、教育長、出口教育長、どう思います。 

○南委員長  今、先ほど髙村委員さんのお話の中で、片手落ちという言葉が使わ

れましたけれども、不穏当ですので削除させていただきます。 

○髙村委員  私、調べてきました。これは人の体を言ったら差別になります。し

かし、文章の片手落ちとかやり方の片手落ちというのはあるって書いています。 

○南委員長  いや、私は不穏当発言だと考えます。片手落ちというのは。 

○髙村委員  答弁……。 

○出口教育長  アンケートについては、我々は、できる限りの範囲の中でやらせ

ていただいたというふうに考えております。 

○髙村委員  私の言っておるのは、どういう場面でも、アンケートを書く人間の

気持ちにならなあかんということを言うておるんですよ。これしか選べられんこと

をアンケートされても、困るのは書くほうですよ。 

 ほいで、私も議員３５年でもう引退する、だから最後に言いたいけど、こういう

教育の問題は上から目線で決めつけるな、それを言いたい。はっきりいって、少数

の人間でも助けたらなあかん、考えたらなあかん、本気で考えたらなあかん、そう

して議論をたくさんして決まったんやったら僕も納得する。そいでも、議論してい

ないんじゃないか。最後に、私の言葉添えしますけど、どうですか、教育長。 

○出口教育長  アンケートにつきましては、一方的に押しつけたアンケートには

なっておりません。自由記述もたくさんございましたし、それから、選択肢もたく

さん用意をさせていただいて、自由に選べるようなアンケートに私はなっていると

いうふうに、工夫をしたつもりです。 

○髙村委員  そうしたら、そう思っているのは僕だけですか。ほかにも二、三人

おったら、誰が手を挙げてくださいよ。私１人やったら、出口教育長の言うておる

のは当たり前と思うけど、僕と一緒の考えの人もいると思いますよ。 

○小川委員  先ほどにも説明がありましたけど、この資料の中に、現在の２２９

人、９４％近い園児が民間の保育園に通っているという本当に現実があります。現

在、１号認定の３歳児、受皿がないというのも、この問題も理解します。 

 そのためにも、その３歳児のためにも、令和４年４月、必ず認定こども園を設置

していただきたい、私はそう思います。現実的に、認定こども園を運営できるのは、
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４月から運営できるのは、民生事業協会以外にないと思うんですけど、その点いか

がでしょうか。 

○出口教育長  私たちももともとは、さっきからも意見が出ていますように、３

歳児の子供たちをどうするかというところからスタートしております。それが、安

定的、継続的にやはり長く続くような、そういうシステムをやっぱり市としてはつ

くっていかないと、また途中で途切れて、途切れたらさあどうなるという話になる

と思いますので、やはり今の間にそういうシステムをつくり上げたいということで、

考えたものでございます。 

 そのために、我々もできる限りその空白の期間が短くなるように、令和４年４月

をぜひ目指したいというふうに思っています。 

○小川委員  それと、資料６ページ、６ページには、これ、３号認定というのが

入っていないですよね。入れば、保育士とかまた数も増えてくると思うんですけど、

あと、増えてくると人件費もかさんでくると思います。あと、尾鷲幼稚園でやれば、

部屋の改修とかそういうのが出てくると思うんですけど、もしゼロ歳児も入れた場

合、この金額、どのように変わってくるんですか。 

○山口教育総務課長  ゼロから２歳が入った場合、いわゆるスタンダード的な認

定こども園なんですけれども、そちらも一応検討はしました。 

 言われるように、１歳、２歳には最低でも各園児は３人必要なので、そうすると

１人の教員が必要になります。そうすると、全体として今８名となっておりますが、

ゼロから２歳児を入れた場合、保育士教諭が３名追加になって、あと、調理員の方、

乳児になると離乳食等のことがありますので、調理員等も１名必要になってくると

いうところで、８名がゼロから２歳入れることによって１２名は最低でも必要かな

というところは、検討はさせていただきましたので、人件費につきましても、やは

り４名増えるということで、約４,２００万円程度になるのではないかと。 

 あと、施設についても、乳児、０歳児等は匍匐する必要があるので、匍匐室が設

置条件の必須になってきます。そういったところとか、あと調乳スペースです、哺

乳瓶等を温めるようなスペースとか、細かいことですけどそういったことも必要に

なってきますので、今回、想定の中には入れてはございませんけれども、そういっ

た面がさらに課題となってくる可能性はあるのかなと思っております。 

○小川委員  今、聞いたとおり、やった場合、０歳児も入れた場合、そういう金

額が出てきて、これだけ見ても１,２００万ぐらいの差があって、４ページのとこ

ろを見ると、今やっている保育園でやってもらうと、ほとんど増加しないとありま
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すよね。そのためにも、私だけかも分かりませんけど、民生事業協会しかないのか

なと私は思います。どうでしょうか。 

○南委員長  答弁は。 

○出口教育長  今の想定も含めて考えていきますと、これはもう今現在、そうい

う経験、実績のあるところといっても、民生事業協会しかないというふうに我々も

判断をしています。 

○小川委員  仮に幼稚園でやるとした場合、保育士さんとかまた要ってきますよ

ね。これは集められますか、もしやったとした場合。 

○山口教育総務課長  昨今、保育士さんとか幼稚園教諭の方の確保というか、そ

ういったことはかなり難しいと言われております。 

 今回３名、この想定でいくと３名追加と、先ほど言ったゼロから２歳になると６

名が必要になってくるというところで、幼稚園教諭、保育士以外も、先ほど言った

ように、長期期間の間の職員であったりとか、調理員とか、確保する人員はかなり

必要となってくるので、特に保育士、幼稚園教諭の方の採用というのは、難しい面

があるかとは思います。 

○仲委員  今回、検討結果というか、この資料には尾鷲市が運営すると想定した

場合と、民間が運営すると想定した場合と書かれておるんですけど、尾鷲市で運営

した場合、施設、調理室等の関係もありますけど、保育室の改修が必要とか、今、

言われた保育士の確保が要ると、これもかなり難しいと。それから人件費の増額、

施設整備等が必要と考えるという問題点が残っていると。 

 民間がした場合は、保育という経験が実績があると、それから、現在の保育施設

の規模で運営ができるだろうと。それで、人件費や施設整備については、どんどん

増加しないと予測をしています。 

 これを見ても、皆さんお分かりだと思うんですけど、特に保育・教育内容につい

ては、認定こども園の運営主体が市であろうが、民間であろうが、いずれも認定こ

ども園教育・保育要領より基づいて運営されますね。これは、先ほど教育長も説明

されました。これは私もそうだと思います。そういうことであれば、何にも教育・

保育で問題ないと。 

 さらに言えば、保育園、園が民生事業協会主体となれば保育の実施があり、かな

りおりますから、保育士が、保育のベテランが数多くいると。僕はプロ集団と思っ

ています。それで今回のコロナ禍においても、しっかりと対応していただいたと。 

 さらにちびっこ広場、子育て支援事業でも、第一保育園では、市の委託を受けて
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ちびっこ広場も運営されておると。もう一つは、放課後児童対策事業でわんぱくク

ラブも運営されていると。いろいろな実績を持って、民生事業協会にお願いをして

おるという状態を、まずは理解したいと僕は思っています。 

 先ほどもいろいろあるんですけど、民生事業協会にさせるのではなく、お願いす

るんではないかと思うんですけど、いかがですか。 

○出口教育長  これはもともと、我々のほうが認定こども園をつくりたい、お願

いをしたいということですので、当然、これは受け手のほうの意思もございますの

で、我々としては申入れをしてお願いをしていくという立場というふうに考えてお

ります。 

○仲委員  やはりこの認定こども園というのは、今までの課題が、１号認定の３

歳児をきちっと保育できる、教育できるという大前提がありますので、さらに、民

生事業協会と協議を十分していただいて、詰めていただきたいと。これも認可も要

りますので、そこら辺を、福祉とも協議の中で僕は進めていただきたいと思います

けど、どうですか。 

○出口教育長  もしも受けていただけるとなれば、我々は認定こども園のいわゆ

る幼児教育の部分、１号認定と２号認定が一緒になって活動するその部分につきま

しては、これは当然教育という分野になりますので、我々、教育委員会も、そこの

部分につきましては、こども園をやっていただくところと十分な打合せもし、連携

もし、そして、最初だけということではなくて、ずっとやっぱり関わっていくとい

うようなこと、現在も、保育園、幼稚園とは、小学校に上がる前に就学指導の段階

で十分に関わっていることもございますので、そういうことも含めて、年間を通し

て関わらせていただければありがたいというふうに思います。 

○野田委員  いろいろ議論を聞かせてもらう中で、僕はもうちょっとこういう議

論はどうかなと思っています。市長は、誰のため認定こども園を進めようとしてい

るんですか。最初の話に戻りますけれども。 

○加藤市長  子供です。 

○野田委員  大概にしてって、何度も。 

○南委員長  暴言は吐かないでください。 

○野田委員  令和２年の１月３１日の陳情書に対する回答というのは、尾鷲幼稚

園の、もう廃園というところがもう出てきているわけです、市長。要は陳情という

形で要請があるにもかかわらず、僕は令和２年のこの回答が出た後からも言ってい

るんですけれども、一般質問とか。要はそういう中で、もう尾鷲幼稚園の在り方で
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このときも廃園って言っておるんです、市長、回答に。何も入り口から出口もきち

っとした説明なしに、こういうやり方で、保護者、関係保護者とか市民のそういう

気持ちを本当に理解しておるのかと。 

 僕は、先ほどの中電の野球場を持ってくるところに、こういう野球をする関係者

の人に理解を得られているのかという質問がありました。まさに理解を得られてい

ない状態の中でこういう話が前後するというか、変わる中で進められておるんです

よ。要は、これは行政に対する不信しかないわけです。 

 ほいで、アンケートで８７.９％という、１０９人でどのようなアンケートされ

たか、未就学児のいる保護者に対して、幼児教育及び認定こども園に関するアンケ

ート調査を実施したという、１０９人にして、そのときに、現状仕方がない、消極

的賛成２２.２％、好ましい方向だと思うって６５.７％、８７.９というのは前回

の資料であるんですけれども、こういうことについてもきちっと、これは僕の感覚

からすれば、アイスクリームを食べてアンケートを取る、おいしかったかおいしい

ないかったか取る、その前の結論を出しておるわけですよ。何もやっていないうち

から結論を出して、要はここにおいては、もう仕方がない諦めの部分が出てきてお

るわけですよ。そういうことで、そういう市民の、市民と言うか、保護者の気持ち

というのはどういうのを思っているんですか。 

（発言する者あり） 

○野田委員  アイスクリームはあれやったけれども。 

○出口教育長  アンケートにつきましては、先ほども申し上げましたが、いろい

ろな選択肢を用意する中で答えていただいておりますし、自由記述も書く欄がござ

いましたので、私としては、アンケートにつきましては、これは、いわゆる未就学

児の保護者の方々の率直な御意見だというふうに私は捉えております。 

○野田委員  市長は子供は地域の宝とか言っているんだけれども、私はもう教育

委員会の考え方は、要は規模を大きくして職員を配置し、効率を求めて、尾鷲幼稚

園を廃園して、民生事業協会ですか、今のところ、そういうところで効率を狙って

おるだけなんですよ。もっと尾鷲幼稚園の、当初の３年保育という陳情と要請する

だけのシンプルな形でできるわけですわ。 

（発言する者あり） 

○野田委員  いやいや、そこはまた考えるべきこともあるかも分からんけれども、

まず、この要望をきちっと受け入れてやるってことは、大事なことじゃないですか。 

○加藤市長  今回のこの件については、まずこういう状態で今どうなっているか
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という、要するに六千何百人という陳情書を頂いたと、それは３年保育を陳情され

たと。しかし、教育委員会として、尾鷲市として、このままの状況で推移している

んだったら、要するに集団教育、集団学習が起こせないから、３年保育は非常に、

市として、教育委員会としてできないって言われたんだね。そのための代替として

認定こども園というのを、一応我々としては進めようと思っていると。 

 それは、正直言って３歳の幼稚園児というのは、３歳をあれしている幼保連携型

のような形の中で、認定こども園をきちんと。だから、きちんとそれをカバーでき

るというような話なんだ。そこが原点なんだ。 

 だから、我々としては、認定こども園を設置すべくやりますという報告をさせて

いただいたと。その際に、廃園という、その中で結果として廃園という言葉が出て

きたわけなんですけれども、それも新たに３月の、昨年の３月に言ったんですっけ、

まず認定こども園を一応目指しますと、認定こども園が目指した暁にそれを、あと

尾鷲幼稚園を廃園にするのか否かについては、議会の皆様方と協議したいという答

えを出させていただいたんですけどね。 

 今の状況については、我々としては、認定こども園を設置すべくいろんな作業な

り、いろんなことをやっているというような話です。 

 だからあくまでも、これは、要するに集団教育、集団行動というのをベースにし

ながら、そして、３歳児の幼稚園児だった希望していた人も、十分その中で教育が

受けられると。 

 その中で、さっきおっしゃったように、結果として我々としての中身はさっきお

っしゃっていましたように、幼稚園で、幼稚園じゃない、民間であれ公立であれ、

やるべきことは一緒なんです、認定こども園は。その教育の内容といいますか、保

育の内容というのは。これは、お示しさせていただいたとおりだと思います。 

○野田委員  僕は公立、既園で希望する市民も、３歳児の中でも僕は多いと、多

かったというんですか、多い希望を持っている方もいるということで、縮小しなが

らでも残す考えはできたと思うんです、この考え方。ただ、もう幼稚園のこの廃園

でもう体力を、それに関する人は体力を消耗して、もう諦めの状態になっています。 

 そういう中で、僕は保護者の意見も聞きました。いろいろと。何回も言うように、

関係者の人の意見というのは、こども園をつくるということで、市、行政は動いて

いる、これ、意見です。自分たちの思いどおりに事を進めようとしているのが丸見

えであると、保護者やＰＴＡの意見や願いを全くもって無視している、このような

市政には期待できない。こども園をつくるにしても、幼稚園を廃止する理由が分か
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らないということで、いや、笑うか分からないけれども、教育長、こういうふうに

思っているんですよ。 

 こういう少数派の保護者の方と思うかも分からないけれども、きちっとした形で、

２年とか３年をかけて議論をして、きちっと話を保護者の人にも説明して、入り口

から何か見える出口までのきちっとこういうのをしますよって何もない状態で、令

和２年の１月に廃園、回答したわけですよ。それを、これでは駄目だということで、

去年の９月にもう一遍、白紙とかって言うてやったけれども、全然、いろんな視察

には行っていると思いますけれども、全然そこら辺の気持ちが伝わってこないじゃ

ないですか。 

○下村副市長  私、２０年ほど前に児童福祉を担当しておりました。当時、尾鷲

市においても少子化の問題がいろいろ出てきておりましたが、尾鷲市においても少

子化が続いておる中、保育園児についてはずっと維持されておりました。幼稚園児

の数がどんどん減ってきて、宮之上幼稚園の廃園、それと、尾鷲幼稚園においても、

クラスが減少していくというような状況になってきており、それで、１クラスの人

員も１桁というような数字になりましたし、来年度の４歳児の入園児も２名という

ような状況の中で、国においても、そういった幼保連携型の認定こども園という制

度も出てきて、そういった中でそういう幼稚園が減ってきておる中でこういう制度

もできたということで、今がその議論のときであると私は思っております。 

○野田委員  幼保連携型という話になって、本当にこれは幼稚園教育から幼保連

携型というものが出てきておるんです、幼児教育というのは。幼保連携型の認定こ

ども園の目的というのは、こんなことあれですが、教育と保育、一体で行う、これ

によって、いろんな補助金とか平成２３年からやられています。それによって、い

ろんな優遇した制度になっているわけです。幼稚園でも縮小しながらやろうとした

らできるわけですよ。 

 この数字は、人件費が３,４７１万とかって書いてあるけど、これ、もうちょっ

と細かい数字で、どうやっていくかというのも示してもらってもいいんじゃないか

と思いますけど、この程度の話になりますか。 

○下村副市長  ですから、先ほども申し上げましたように、幼稚園も徐々に縮小

してきて、もうここまで来たと。１クラスが１桁になってきたというような、もう

ぎりぎりの状態になったということで、これでは集団生活ができていけないという

ことで、この幼保連携型認定こども園を活用しようというものであります。 

○三鬼（孝）委員  時間がないから簡潔に言いますけれども、先ほど教育長のお
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話の中で、教育委員会は、今回の認定こども園を民生事業協会に賛否を取った中で

賛成多数でって言いましたね。教育委員会、委員さん５人おる中で何名の方が反対

されたかということと、財政的な観点から、今年度の幼稚園費が２,４６０万ぐら

いの予算が計上されておりますね。それで、民生事業協会さんにその認定こども園

の委託をお願いした場合は、どの程度の財政的に支援されるのかなという思いがあ

るの。その辺の試算は行っておりますか。 

○出口教育長  まず賛成の部分について申し上げますと……。 

（「反対の方」と呼ぶ者あり） 

○出口教育長  反対の方、２名でございます。 

○山口教育総務課長  金額につきましては、今の保育園から認定こども園に移行

するということで、運営費の流れは変わらないと思うんですけど、金額の試算まで

はできておりません。 

○三鬼（孝）委員  その反対された２名の委員の方の、その反対の理由というの

はどうなんでしょうかね。 

○出口教育長  お一人方は、先ほど、私、御意見の中でも述べさせてもらったん

ですが、広い環境がええなということで、小学校の運動場も使えるようになったら

ば、公のほうがいいんじゃないかという御意見が１人。それから、もう一人は、や

はり看板の書換えだけになるのは、そんなような気がすると。ただ、その方も、そ

ういうふうにならないようにしていただきたい、そういうふうな下での反対でござ

いました。 

○三鬼（孝）委員  それで、尾鷲市の財政が大変厳しい中で、尾鷲市が認定こど

も園を運営する場合については、恐らくハード事業は必ず要ると思うんですね。そ

ういう面でいうと、やっぱり教育委員会の反対は２名おりましたけれども、民生事

業協会さんに委託するというけじめについて、私は尊重いたしたいと思います。 

 以上です。 

○仲委員  先ほどの野田委員のことで、どうしても腑に落ちんところあるので、

質問したいんですけど。 

 さきに行ったアンケート調査で、問いの５番で諦めという話がありました。市内

の幼稚園希望者が減少していますが、尾鷲市の幼児教育を認定こども園に移行して

いく方針についてどのように考えますかって問いなんですわ。 

 それで、今後も少子化が進む中では好ましい方向だと思う。積極的予算、賛成が

６５.７、消極的もやって８７.９％とあるんですが、その中で諦めの考え方、どこ
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に諦めのあるという、執行部はどう思うんですか、諦めの考え方というのはありま

すか。諦めがありますか。 

○出口教育長  今、仲委員のおっしゃったとおり、我々としては積極的賛成、消

極賛成につきましても、現状を踏まえながら、やはりそれは賛成をしていただいて

いるというふうに理解をしております。 

○仲委員  せっかくアンケート調査をして、その結果が諦めの考えだという、失

礼です、これは、市民に。そうでしょう、失礼と思いますね。それが、８７.９％

が民意なんですよ。ちょっと待ってね。問いはそうなんやで、誤解するんやったら、

ちゃんと説明してもらわなあかん、そうでしょう。民意を傷つけるようなことをし

たら駄目ですよ。これが認定こども園の民意じゃないですか。３人しかしていない

の大事にするって言いたいんですか。僕は、理解できん。 

○野田委員  これは、私、自分と幼稚園の保護者の人の、ですから、このアンケ

ートとは違います。自分のアンケートです。聞き取りです。聞き取りの中で、行政

に対するそういうものが６,３５８の署名活動もして、ほいで、陳情もしてやった

ところが、１月３１日にこういう回答が出てきたというところに対して、そういう

関係者の意見も吸い上げることができないのかという諦めです。 

 それは、今、僕言ったように、希望を大きくして、認定こども園で数を集めて、

職員を配置して効率を求めるという考え方を、認定こども園の民生事業協会にする

んだろうけれども、ただ、それは尾鷲幼稚園を廃園にして２か所を１か所にまとめ

るだけのことを考えているのかということを、僕は市長に聞いておるわけですわ。

効率を求めておる。 

○加藤市長  まず何度も申し上げているんですけど、やっぱり子供たちの教育っ

て、特に３歳児から５歳児というのは、成長の一番やっぱり難しい時期なんですよ

ね。そのときに最低必要なことは、集団教育、集団行動をさせて、みんなでやっぱ

りいろんな遊びとか教育とかいろいろありますけれども、みんなでやっぱりやって

いきましょうということが基本なんです。それに満たすことができないような状況

に、幼稚園児がそういうふうになってきた。だから、認定こども園というものを一

応つくり上げて、そういう形でやっていきましょうよということなんですよね。 

○上岡副委員長  教育委員５人の中の教育長、代表してお答え願いたいんですけ

ど、教育委員の方、昨年、何件か視察も行ってこられて、これは三重県の中の園だ

と思うんですけれども、そういう視察内容、あと、その各教育委員個人個人の考え

もあると思います。先ほど５人の中でお二人の方が反対された、その理由は、広い
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ところ、広い運動場で伸び伸びと教育をさせてあげたいとか、あと、今の幼稚園の

いい教育の部分も含めた部分で、今度、認定こども園をつくっていただきたいとい

う考えはあると思います。 

 そこで、お聞きしたいんですけど、今、この文書は私も分かりました。ただ、こ

の認定こども園をするに当たって、視察した教育委員さん個々の考えがあると思い

ます。今度、認定こども園には、教育要領に基づくというのは、やるべきことは一

緒というのはよく分かります。ただ、実際の教育です、お絵描きを、水彩画を教え

てあげたいとか、私たちが見に行ったところではクッキー、お菓子づくりもしてい

ました。お菓子づくりをしてあげたいとかそういう話、今の幼稚園のいいところを

今度の認定こども園にも持っていきたいとか、そういう内容というのはいつ頃出て

くるのか、それとも、もうある程度煮詰まっているのか、その辺、お聞かせ願いた

い。 

○出口教育長  今のお尋ねは、これからつくっていく認定こども園についての中

身のことというふうに理解をいたしますと、これは、教育委員会だけで全てを決め

られるものではないというふうに思っているんですね。 

 ですので、相手方、いわゆる運営主体と一緒になって連携をしながら考えていき

たい、それは、我々が視察をしてきた中身もお伝えもしなければいけないと思いま

すし、そして、幼稚園のよいところもやっぱりお伝えしなくてはいけない、そうい

う中で、どういうふうなこども園をつくり上げていくかというのは一緒になって考

えていきたい。そして、それは、今日、明日でできるものでございませんので、や

はり受けていただくというふうになった段階で、これから時間をかけて一緒に協議

をしていきたいというふうに考えています。 

○上岡副委員長  ただ、今、何もないという状態ではなくて、先ほど教育長が言

われた教育委員会の教育委員の中で、お一人の方は広い運動場で学ばせてあげたい、

もう一人の方は看板の書換えになるのではないか、やっぱり、これ、一人一人不安

があるわけなんですよね。あると思います。私でも、今度、もっといいものになる

のであろうと思って考えの下で賛成をしていますけど、その辺は一緒になって考え

ていくのではなくて、教育委員の中ではこういう話も出ていますとか、実際、幼稚

園ではこういうことをやっていますと、こういうのは残していきたいんですと、た

だ、話合いの中で、じゃ、これはちょっと形を変えるけど、こういうふうになりま

すというのでは分かるんですけど、何も言わずに、一緒になろうとしてから話をし

ていきますでは、やっぱり不安な部分があると思います。 
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 ですから、必ずこれをやらないといけないのではなくて、こういう話はあります

というぐらいは言えないんでしょうか。それも、もし言えるのであれば、いつ頃ま

でに言っていただけますかと。 

○出口教育長  いつ頃までということはなかなか難しいと思いますが、当然、こ

れは私だけが言っている話ではございませんので、教育委員会の中で、当然、見て

きていただいた方も意見をお持ちでありますし、その意見の中で集約していきなが

ら、そして、例えば物理的にできないことは、これはどこでやってもできないこと

ですので、そういうことではなくて、内容面の中でいろいろ見てきたことを参考に

しながら、みんなで知恵を出しながら、お伝えすることをまとめていきたいなとい

うふうには思っています。 

○南委員長  皆さんのいろんな意見があろうかと思います。やはり今日開催、報

告させたというのは、やはり前回の委員会の中で、３月中に教育委員会としての認

定こども園の方向づけは示したいということで、今日、報告をしていただきました。 

 当然、先ほども教育委員会の決定、総合教育会議の決定事項として、やっと民間

主導によるですか、認定こども園の方向性が定まったという報告でございます。 

 その中身については、いろんな教育委員会としての関わり方もあろうかと思いま

すけれども、今後１年間じっくりかけて進めていくということでございますので、

できるだけ今日のところは議論の途中になろうかと思いますけど、あくまでもこの

方向性の報告事項ということで開かせていただいておりますので、御理解をしてい

ただきたいと思います。 

 いつでも開けって言ったら、選挙期間中であっても委員会は開かせてもらいます

ので、御理解お願いします。 

○上岡副委員長  委員長のまとめに応じます。 

○濵中委員  すみません、委員長がまとめてくださったのに、どうしてもさっき

の話の中で引っかかるところがありまして、教育長が、受けてくださったならばと

いう言葉を２回ほど使っておるんですよ。お断りになられる可能性も含んでおるの

か、もう確実に受けていただけることも前提で、これ、進んでおるのかというのだ

け、確認させてください。 

○出口教育長  よろしいですか。それは、これは相手方の意思でございますので

分かりませんが、我々としては、相手方の感触は前向きに考えていただいていると

いうふうに思っております。 

○南委員長  最後で。小川委員、最後ね、本当に。 
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○小川委員  端的に聞きます。 

 濵中さんのと関連しまして、視察に行った認定こども園で聞いた話なんですけれ

ども、認定こども園を始めて事務量が増えただけで何のメリットがない、何のメリ

ットもないということを聞いたんですけど、民生事業協会さんにお願いした場合に、

委託料というのは今まで保育で受けていますけど、増えるんですか、減るんですか、

現状なんでしょうか。 

○下村副市長  保育所の運営費単価というのは、若干上がるとは聞いております

けど。幾らほどとは言うことはないんですけど、事務量としましては、保育園と認

定こども園では事務のやり方が若干違うので、その辺が要らん事務が増えるという

ことはあるというふうには聞いています。ただ、そこまでまだ進んでいないという

ことで。 

○南委員長  以上で、認定こども園についての報告事項は終了させていただきま

す。 

 なお、複数の委員からのもし委員会の開催の申入れがあれば、いつでもそのよう

な方向で進めさせていただきますので、御理解をお願いいたします。 

 ここで、休憩いたします。 

○村田議長  ところでさ、民生事業協会さん、もし受けてくれたら、直ちに議会

へ報告せなあかんで。 

○出口教育長  委員長、今の件でよろしいでしょうか。 

○南委員長  最後で。 

○出口教育長  これから申入れをさせていただきまして、その結果につきまして、

直ちに議会のほうへ報告をさせていただきたいと思います。 

○南委員長  分かりました。 

 議長、報告していただいたら、また委員会を開催するということでよろしいでし

ょうか。その方向でお願いいたします。 

 開会、４時１５分から行います。 

（休憩 午後 ４時０１分） 

（再開 午後 ４時１２分） 

○南委員長  再開いたします。 

 次に、請願第１号の説明を提出者の方から求めます。 

（「提出者じゃない、紹介」と呼ぶ者あり） 
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○南委員長  失礼しました、紹介議員です。 

○三鬼（孝）委員  紹介議員ということで委員長が求めましたので、補足的に説

明をしたいと思います。 

 まず、必要性なんですけれども、請願の趣旨は、要旨は分かってくれると思いま

すので、なぜ妊婦の歯科健診診査が必要かということにつきましては、妊娠中はホ

ルモンバランスの影響等により口腔内の状況が悪化しやすく、歯科疾患になりやす

いということと、妊娠中に歯科疾患に罹患してしまうと治療に制限が生じるため、

完治までに時間を要したり、強い痛みが継続することになるということと、それと

妊娠と歯周疾患の因果関係でございますけれども、歯周疾患が早産や低体重児出産

と関係があるという研究結果があるということ、これは一般財団法人日本口腔衛生

学会の報告であります。 

 続きまして、女性ホルモン、エストロゲンが歯周病原細菌の増殖を促すことから、

妊娠中期から後期にかけて妊娠性歯肉炎が起こりやすくなるというようなことが報

告されております。 

 それと、県内の実施状況でございますけれども、１４市中１０市がこの妊婦の歯

科の健康診査を実施しております。していないのは、尾鷲市と桑名市、いなべ市。

いなべ市につきましては、平成元年の３月に請願が採択されております。それと、

津市でございます。 

 町につきましては、１５町中１１町が診査を実施しております。していない町に

つきましては、紀北町、菰野町、朝日町、川越町でございます。それと、三重県議

会の対応につきましては、妊婦歯科健康診査の実施を促進するための措置を求める

意見書を国に提出しておる状況でございます。 

 それと、尾鷲市の新生児の数ですけれども、ここ５年間で平均７７人が出生され

ておりまして、昨年は６３人でございます。それと母子手帳発行数につきましては、

令和元年で７０人程度おります。 

 それで、実施に係る費用につきましては、大体３,０００円から５,０００円とい

うようなことでございまして、尾鷲市が母子手帳を発行するのは７０人ですから、

最高５,０００円にしても、年間３５万ぐらいの予算かなというようなことです。 

 以上です。 

○南委員長  請願の説明は以上でございます。 

○三鬼（和）委員  この請願につきましては、多分、あれ、全議員か何かにこの

団体から来た経緯があるんですけど、それで最終的にあれかな、三鬼孝之委員に説
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明ということになったんやけど、これはあれですか、今説明があったように、県下、

やられておるところは、こういった団体からの提出だったんですか、それが違うん

ですか。それと、この団体をもう少し、任意団体のようですので、教えていただき

たいと思います。 

○三鬼（孝）委員  実施しておる市町につきましては、そのとおりでございます。 

○南委員長  他にございませんか。 

○三鬼（和）委員  この協会については、こういった歯医者さんとか保健とか、

もっと具体的にどういう団体か……。 

○南委員長  この協会、三重県保険医協会。 

○三鬼（和）委員  任意団体ということで、詳細を教えてください。 

○三鬼（孝）委員  そこまで把握しておりません。 

○南委員長  他にございませんか。 

○楠委員  この請願って、以前にも何もなくてずーっとやってこられなかったん

ですかね。そこだけ。 

○三鬼（孝）委員  初めてです。 

○南委員長  よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  この請願については、一番最後で賛否を取りたいと思います。 

 それでは、この付託案件の採決を採る前に、事務局から議員間討議の次第書があ

ります。 

 議員間討議の申出はありませんか。議員間討議を提案される委員は挙手をお願い

いたします。 

（挙 手 な し） 

○南委員長  ないですね。 

 ないようですので、議員間討議を終結いたします。 

 それでは、付託議案の採決を１本ずつ採りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 議案第５号、尾鷲市犯罪被害者等支援条例の制定について、可決すべきとする者

の挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。 

 議案第６号、尾鷲市成年後見制度利用促進協議会設置条例の制定について、可決
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すべきものとする委員の挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。 

 続きまして、議案第７号、尾鷲市行政財産の目的外使用に関わる使用料に関する

条例の一部改正について、可決すべきとする委員の挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 続きまして、議案第８号、尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につい

て、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。 

 議案第９号、尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正について、可決

すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１０号、尾鷲市防災行政無線通信施設の設置等に関する条例の一部改正に

ついて、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 続きまして、議案第１１号、令和３年度尾鷲市一般会計予算の議決について、可

決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 続きまして、議案第１２号、令和３年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計予算の

議決について、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１３号、令和３年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計予算の議決につい

て、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１４号、令和３年度尾鷲市病院事業会計予算の議決について、可決すべき
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とする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数であります。多数で可決をいたしました。 

 議案第１５号、令和３年度尾鷲市水道事業会計予算の議決について、可決すべき

とする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１６号、令和２年度尾鷲市一般会計補正予算（第１１号）の議決について、

可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 続きまして、議案第１７号、令和２年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）の議決について、可決とすべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１８号、令和２年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

の議決について、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第１９号、令和２年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第４号）の議決につい

て、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 多 数） 

○南委員長  挙手多数で可決されました。 

 議案第２０号、令和２年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の議決につい

て、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第２１号、尾鷲市高齢者保健福祉計画について、可決すべきとする委員の挙

手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 議案第２２号、尾鷲市障がい福祉計画・尾鷲市障がい福祉……。すみません。 
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 もとい、議案第２２号、尾鷲市障がい福祉計画・尾鷲市障がい児福祉計画につい

て、可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。 

 最後に、議案第２３号、尾鷲市コミュニティバスの指定管理者の指定について、

可決すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員であります。付託された全議案全て、当委員会は可決をさ

れました。 

 最後に、先ほどの請願……。 

（発言する者あり） 

○南委員長  可決すべきものと決しました。失礼しました。 

 最後に、請願第１号、母子保健の一環として、妊婦の口腔の健康を維持するため、

尾鷲市の事業として妊婦歯科健診診査を実施するよう求める請願について、採決を

採りたいと思います。 

 採決から採っていったらええやろうか。どうします。 

（発言する者あり） 

○南委員長  請願第１号、採択すべきとする委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。全員で採択すべきものと、可決すべきもの

と決しました。 

 最後で、委員長報告なんですけれども、いろんなこの付託議案の中で、特に議論

されたという点については、事務局のほうである程度を網羅しておりますので、正

副委員長にお任せいただいてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○楠委員  私たち、これ、最後なので、まだどうなるか分かりませんけど、執行

部にお願いしたいのは、基本的に私たち委員がこの委員会の席で質問したときに、

資料を持っていないとかそういうのは、正直言って執行部としては、これ、まずい

んですよね。というのは、委員会を止めなきゃいけないんです、本来であればね。 

 そういうことがあったときに、もう少し執行部のほうも、自分たちの業務ですか

ら、しっかり委員会でも説明ができるような準備を、今後続けてほしいということ

をお願いしたいなと思うんですけど。 



－８６－ 

○南委員長  当然の形だと思っております。 

 以前と比べると、タブレット配信になってから、資料についてはできるだけ事前

事前に配付されておると思っていますので、そういった意味で、資料のことについ

ては、また、もし気づいたことがあったら、早めに正副委員長のほうか事務局のほ

うへ申入れをしていただいたら、用意はさせていただきます。 

 また、それと、尾鷲市の基本条例にあるこの政策形成過程の途中の経過というの

が、最近、この執行部が物すごく先走りするというのか、勝手に走っていくような

ことが見受けられますので、基本条例に基づいた言葉も委員長報告の中で十分注意

していただくよう、申し添えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして行政常任委員会を……。 

○髙村委員  ちゃんと報告はきちんとするように言ったって。報告はきちんとす

るように。 

○南委員長  当然のことです。厳しく指摘させていただきます。 

○野田委員  一つだけ。それって、最近そういうプロセスとかというのをちょっ

と怠っておるということですか、報告の。 

○南委員長  いや、前々から、やはりたまにあったんですけれども、最近、ここ

若干この報告が遅れるということは、まま多くなってきました。そういったことで

す。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。月曜日は予備日でございます。あり

がとうございました。終わります。 

（午後 ４時２６分 閉会） 


